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PQ14 
▲支給量：同じ日付に他の自立訓練（生活訓練）の提供実績が存在していま

す 

 

審査対象 

請求情報 

様式 レコード：項目 

【請求書】 － 

【明細書】 － 

【実績記録票】 明細：日付 

【上限額管理結果票】 － 

 

●警告（重度）となる例 

 
 

 

 

 

  

・通所系のサービスの【実績記録票】

のサービス提供日に、他の自立訓練

（生活訓練）サービスの提供実績が

重複している 
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■原因 

通所系のサービス※１の【実績記録票】※２においてサービスが行わ

れている日付に、他の自立訓練（生活訓練）の【実績記録票】にお

いてサービスが行われています※３。 
前ページの例では、○○事業所の生活介護の【実績記録票】と、

□□事業所の自立訓練（生活訓練）の【実績記録票】とで、2018年

４月16日において、サービスが重複しているため、「警告（重度）」

となります。 
 

■確認の観点 

この「警告（重度）」の理由は、上記の通り、通所系のサービス

の【実績記録票】と、自立訓練（生活訓練）の【実績記録票】との

間で、日付が重複したサービスを提供しているために発生していま

す。「障害福祉サービス留意事項通知」では、通所系のサービスは

１日当たりの支援にかかる費用を包括的に評価しているため、１日

に重複した通所系のサービスを報酬算定できないものとされてい

ます※４が、国保連合会では、同一日にサービス提供実績がある場合、

どちらの実績が正しいかをシステムでは判断できないため、「警告

（重度）」として市町村による二次審査において特に確認が必要と

なります。 

市町村は、サービスが提供された日付等についてサービス提供事

業所に確認を行うなどして、請求が妥当かを判断し、それぞれの請

求情報について、「支払」又は「返戻」とします。 

 

※１通所系のサービスと

は、生活介護、自立訓

練（機能訓練）、自立

訓練（生活訓練）、就

労移行支援、就労継

続支援を指します。な

お、訪問支援特別加

算、欠席時対応加算

の算定時及びチェック

対象となる【実績記録

票】と同じサービス提

供事業所における自

立訓練（生活訓練）は

除きます。 

※２サービス提供年月が

平成30年４月以降の

ものに限ります。 

※３欠席時対応加算の算

定時は除きます。 

 

 

 

 

 

※４「障害福祉サービス留

意事項通知」第二・１・

(2)「障害福祉サービス

種類相互の算定関係

について」を参照。 

 

 

●正常となる例 

生活介護サービス提供実績記録票情報（明細情報） 

サービス提供年月 市町村番号 事業所番号 受給者証番号 様式種別番号 日付 開始時間 終了時間 

2018.04 991111 9911111111 9999999999 0701 16 09:00 11:00 

 

自立訓練（生活訓練）サービス提供実績記録票情報（明細情報） 

サービス提供年月 市町村番号 事業所番号 受給者証番号 様式種別番号 日付 開始時間 終了時間 

2018.04 991111 9912111112 9999999999 1401 17 09:00 12:00 

  

・通所系のサービスの【実績記録票】のサ

ービス提供日に、他の自立訓練（生活訓

練）サービスの提供実績が重複していな

い 
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PQ15 ▲支給量：同じ日付に他の就労移行支援の提供実績が存在しています 

 

審査対象 

請求情報 

様式 レコード：項目 

【請求書】 － 

【明細書】 － 

【実績記録票】 明細：日付 

【上限額管理結果票】 － 

 

●警告（重度）となる例 

 
 

 

 

 

  

・通所系のサービスの【実績記録票】の

サービス提供日に、他の就労移行支援

サービスの提供実績が重複している 
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■原因 

通所系のサービス※１の【実績記録票】※２においてサービスが行わ

れている日付に、他の就労移行支援の【実績記録票】においてサー

ビスが行われています※３。 
前ページの例では、○○事業所の生活介護の【実績記録票】と、

□□事業所の就労移行支援の【実績記録票】とで、2018年４月16日

において、サービスが重複しているため、「警告（重度）」となりま

す。 
 

■確認の観点 

この「警告（重度）」の理由は、上記の通り、通所系のサービス

の【実績記録票】と、就労移行支援の【実績記録票】との間で、日

付が重複したサービスを提供しているために発生しています。「障

害福祉サービス留意事項通知」では、通所系のサービスは１日当た

りの支援にかかる費用を包括的に評価しているため、１日に重複し

た通所系のサービスを報酬算定できないものとされています※４が、

国保連合会では、同一日にサービス提供実績がある場合、どちらの

実績が正しいかをシステムでは判断できないため、「警告（重度）」

として市町村による二次審査において特に確認が必要となります。 

市町村は、サービスが提供された日付等についてサービス提供事

業所に確認を行うなどして、請求が妥当かを判断し、それぞれの請

求情報について、「支払」又は「返戻」とします。 

 

※１通所系のサービスと

は、生活介護、自立訓

練（機能訓練）、自立

訓練（生活訓練）、就

労移行支援、就労継

続支援を指します。な

お、訪問支援特別加

算、欠席時対応加算

の算定時及びチェック

対象となる【実績記録

票】と同じサービス提

供事業所における就

労移行支援は除きま

す。 

※２サービス提供年月が

平成30年４月以降の

ものに限ります。 

※３訪問支援特別加算、

欠席時対応加算の算

定時は除きます。 

 

 

 

※４「障害福祉サービス留

意 事 項 通 知 」 第 二 ・

１・.(2)「障害福祉サー

ビス種類相互の算定

関 係 に つ い て 」 を 参

照。 

 

●正常となる例 

生活介護サービス提供実績記録票情報（明細情報） 

サービス提供年月 市町村番号 事業所番号 受給者証番号 様式種別番号 日付 開始時間 終了時間 

2018.04 991111 9911111111 9999999999 0701 16 09:00 11:00 

 
就労移行支援提供実績記録票情報（明細情報） 

サービス提供年月 市町村番号 事業所番号 受給者証番号 様式種別番号 日付 開始時間 終了時間 

2018.04 991111 9912111112 9999999999 1601 17 09:00 17:00 

 

 

 

 

  

・通所系のサービスの【実績記録票】のサ

ービス提供日に、他の就労移行支援サー

ビスの提供実績が重複していない 
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PQ16 ▲支給量：同じ日付に他の就労継続支援の提供実績が存在しています 

 

審査対象 

請求情報 

様式 レコード：項目 

【請求書】 － 

【明細書】 － 

【実績記録票】 明細：日付 

【上限額管理結果票】 － 

 

●警告（重度）となる例 

 
 

 

 

 

  

・通所系のサービスの【実績記録票】の

サービス提供日に、他の就労継続支援

サービスの提供実績が重複している 
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■原因 

通所系のサービス※１の【実績記録票】※２においてサービスが行わ

れている日付に、他の就労継続支援の【実績記録票】においてサー

ビスが行われています※３。 
前ページの例では、○○事業所の生活介護の【実績記録票】と、

□□事業所の就労継続支援の【実績記録票】とで、2018年４月16日

において、サービスが重複しているため、「警告（重度）」となりま

す。 
 

■確認の観点 

この「警告（重度）」の理由は、上記の通り、通所系のサービス

の【実績記録票】と、就労継続支援の【実績記録票】との間で、日

付が重複したサービスを提供しているために発生しています。「障

害福祉サービス留意事項通知」では、通所系のサービスは１日当た

りの支援にかかる費用を包括的に評価しているため、１日に重複し

た通所系のサービスを報酬算定できないものとされています※４が、

国保連合会では、同一日にサービス提供実績がある場合、どちらの

実績が正しいかをシステムでは判断できないため、「警告（重度）」

として市町村による二次審査において特に確認が必要となります。 

市町村は、サービスが提供された日付等についてサービス提供事

業所に確認を行うなどして、請求が妥当かを判断し、それぞれの請

求情報について、「支払」又は「返戻」とします。 

 

※１通所系のサービスと

は、生活介護、自立訓

練（機能訓練）、自立

訓練（生活訓練）、就

労移行支援、就労継

続支援を指します。な

お、訪問支援特別加

算、欠席時対応加算

の算定時及びチェック

対象となる【実績記録

票】と同じサービス提

供事業所における就

労継続支援は除きま

す。 

※２サービス提供年月が

平成30年４月以降の

ものに限ります。 

※３訪問支援特別加算、

欠席時対応加算の算

定時は除きます。 

 

 

 

※４「障害福祉サービス留

意 事 項 通 知 」 第 二 ・

１・.(2)「障害福祉サー

ビス種類相互の算定

関 係 に つ い て 」 を 参

照。 

 

●正常となる例 

生活介護サービス提供実績記録票情報（明細情報） 

サービス提供年月 市町村番号 事業所番号 受給者証番号 様式種別番号 日付 開始時間 終了時間  

2018.04 991111 9911111111 9999999999 0701 16 09:00 11:00  

 
就労継続支援提供実績記録票情報（明細情報） 

サービス提供年月 市町村番号 事業所番号 受給者証番号 様式種別番号 日付 開始時間 終了時間  

2018.04 991111 9912111112 9999999999 1701 17 09:00 17:00  

 

 

 

 

 

  

・通所系のサービスの【実績記録票】のサ

ービス提供日に、他の就労継続支援サー

ビスの提供実績が重複していない 



第４章 二次審査 
 

290 
 

EF 

EG 

EH 

EL 

PA 

PB 

PC 

PJ 

PK 

PP 

PQ 

PS 

PT 

PU 

PR 

PW 

EE 
エラーコード メッセージ 

PQ17 ▲支給量：同じ日付に他の施設入所支援の提供実績が存在しています 

 

審査対象 

請求情報 

様式 レコード：項目 

【請求書】 － 

【明細書】 － 

【実績記録票】 明細：日付 

【上限額管理結果票】 － 

 

●警告（重度）となる例 

 
 

 

 

 

  

・入所系のサービスの【実績記録票】の

サービス提供日に、他の施設入所支援

サービスの提供実績が重複している 
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■原因 

入所系のサービス※１の【実績記録票】※２においてサービスが行わ

れている日付に、他のサービス提供事業所による施設入所支援の

【実績記録票】においてサービスが行われています。 
前ページの例では、○○事業所の宿泊型自立訓練の【実績記録票】

と、□□事業所の施設入所支援の【実績記録票】とで、2018年４月

16日において、サービスが重複しているため、「警告（重度）」とな

ります。 
 

■確認の観点 

この「警告（重度）」の理由は、上記の通り、入所系のサービス

の【実績記録票】と、施設入所支援の【実績記録票】との間で、日

付が重複したサービスを提供しているために発生しています。入所

系のサービスは１日当たりの支援にかかる費用を包括的に評価し

ているため、入所系のサービスの報酬を同じ日に重複して算定する

ことはできませんが、国保連合会では、同一日にサービス提供実績

がある場合、どちらの実績が正しいかをシステムでは判断できない

ため、「警告（重度）」として市町村による二次審査において特に確

認が必要となります。 

市町村は、サービスが提供された日付等についてサービス提供事

業所に確認を行うなどして、請求が妥当かを判断し、それぞれの請

求情報について、「支払」又は「返戻」とします。 

 

 

※１入所系のサービスと

は、施設入所支援、宿

泊型自立訓練、共同

生活援助を指します。

なお、ここではチェック

対象となる【実績記録

票】と同じ施設入所支

援は除きます。 

※２サービス提供年月が

平成30年４月以降の

ものに限ります。 

 

 

 

 

 

●正常となる例 

宿泊型自立訓練サービス提供実績記録票情報（明細情報） 

サービス提供年月 市町村番号 事業所番号 受給者証番号 様式種別番号 日付 
地域移行加算・ 

退所日（年月日） 
 

2018.04 991111 9911111111 9999999999 1501 16 2018.04.16  

 
施設入所支援提供実績記録票情報（明細情報） 

サービス提供年月 市町村番号 事業所番号 受給者証番号 様式種別番号 日付 
入所時特別支援加算・ 

利用開始日（年月日） 
 

2018.04 991111 9912111112 9999999999 0901 17 2018.04.17  

 

 

 

 

 

  

・入所系のサービスの【実績記録票】のサ

ービス提供日に、他の施設入所支援サー

ビスの提供実績が重複していない 
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PQ18 
▲支給量：同じ日付に他の宿泊型自立訓練サービスの提供実績が存在してい

ます 

 

審査対象 

請求情報 

様式 レコード：項目 

【請求書】 － 

【明細書】 － 

【実績記録票】 明細：日付 

【上限額管理結果票】 － 

 

●警告（重度）となる例 

 
 

 

 

  

・入所系のサービスの【実績記録票】の

サービス提供日に、他の宿泊型自立訓

練サービスの提供実績が重複している 
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■原因 

入所系のサービス※１の【実績記録票】※２においてサービスが行わ

れている日付に、他のサービス提供事業所における宿泊型自立訓練

の【実績記録票】においてサービスが行われています。 
前ページの例では、○○事業所の施設入所支援の【実績記録票】

と、□□事業所の宿泊型自立訓練の【実績記録票】とで、2018年４

月16日において、サービスが重複しているため、「警告（重度）」と

なります。 
 

■確認の観点 

この「警告（重度）」の理由は、上記の通り、入所系のサービス

の【実績記録票】と、宿泊型自立訓練の【実績記録票】との間で、

日付が重複したサービスを提供しているために発生しています。入

所系のサービスは１日当たりの支援にかかる費用を包括的に評価

しているため、入所系のサービスの報酬を同じ日に重複して算定す

ることはできませんが、国保連合会では、同一日にサービス提供実

績がある場合、どちらの実績が正しいかをシステムでは判断できな

いため、「警告（重度）」として市町村による二次審査において特に

確認が必要となります。 

市町村は、サービスが提供された日付等についてサービス提供事

業所に確認を行うなどして、請求が妥当かを判断し、それぞれの請

求情報について、「支払」又は「返戻」とします。 

 

 

※１入所系のサービスと

は、施設入所支援、宿

泊型自立訓練、共同

生活援助を指します。

なお、ここではチェック

対象となる【実績記録

票】と同じ宿泊型自立

訓練は除きます。 

※２サービス提供年月が

平成30年４月以降の

ものに限ります。 

 

 

 

 

 

 

●正常となる例 

施設入所支援提供実績記録票情報（明細情報） 

サービス提供年月 市町村番号 事業所番号 受給者証番号 様式種別番号 日付 
地域移行加算・ 

退所日（年月日） 

2018.04 991111 9911111111 9999999999 0901 16 2018.04.16 

 
宿泊型自立訓練サービス提供実績記録票情報（明細情報） 

サービス提供年月 市町村番号 事業所番号 受給者証番号 様式種別番号 日付 
初期加算・ 

利用開始日（年月日） 

2018.04 991111 9912111112 9999999999 1501 17 2018.04.17 

 

 

 

  

・入所系のサービスの【実績記録票】のサ

ービス提供日に、他の宿泊型自立訓練サ

ービスの提供実績が重複していない 
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PQ19 
▲支給量：同じ日付に他の共同生活援助サービスの提供実績が存在していま

す 

 

審査対象 

請求情報 

様式 レコード：項目 

【請求書】 － 

【明細書】 － 

【実績記録票】 明細：日付 

【上限額管理結果票】 － 

 

●警告（重度）となる例 

  
 

 

 

 

  

・入所系のサービスの【実績記録票】の

サービス提供日に、他の共同生活援助

サービスの提供実績が重複している 
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■原因 

入所系のサービス※１の【実績記録票】※２においてサービスが行わ

れている日付に、他のサービス提供事業所における共同生活援助の

【実績記録票】においてサービスが行われています。 
前ページの例では、○○事業所の施設入所支援の【実績記録票】

と、□□事業所の共同生活援助の【実績記録票】とで、2018年４月

16日において、サービスが重複しているため、「警告（重度）」とな

ります。 
 

■確認の観点 

この「警告（重度）」の理由は、上記の通り、入所系のサービス

の【実績記録票】と、共同生活援助の【実績記録票】との間で、日

付が重複したサービスを提供しているために発生しています。入所

系のサービスは１日当たりの支援にかかる費用を包括的に評価し

ているため、入所系のサービスの報酬を同じ日に重複して算定する

ことはできませんが、国保連合会では、同一日にサービス提供実績

がある場合、どちらの実績が正しいかをシステムでは判断できない

ため、「警告（重度）」として市町村による二次審査において特に確

認が必要となります。 

市町村は、サービスが提供された日付等についてサービス提供事

業所に確認を行うなどして、請求が妥当かを判断し、それぞれの請

求情報について、「支払」又は「返戻」とします。 

 

 

※１入所系のサービスと

は、施設入所支援、宿

泊型自立訓練、共同

生活援助を指します。

なお、ここではチェック

対象となる【実績記録

票】と同じ共同生活援

助は除きます。 

※２サービス提供年月が

平成30年４月以降の

ものに限ります。 

 

 

 

 

 

●正常となる例 

施設入所支援提供実績記録票情報（明細情報） 

サービス提供年月 市町村番号 事業所番号 受給者証番号 様式種別番号 日付 
地域移行加算・ 

退所日（年月日） 

2018.04 991111 9911111111 9999999999 0901 16 2018.04.16 

 
共同生活援助サービス提供実績記録票情報（様式18-1）（明細情報） 

サービス提供年月 市町村番号 事業所番号 受給者証番号 様式種別番号 日付 

2018.04 991111 9922111112 9999999999 1801 17 

 

 

 

 

 

  

・入所系のサービスの【実績記録票】のサ

ービス提供日に、他の共同生活援助サー

ビスの提供実績が重複していない 
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PQ20 
▲支給量：請求明細書の「決定利用者負担額」を合計した値が受給者台帳の

「利用者負担上限月額」を超えています 

  

審査対象 

請求情報 

様式 レコード：項目 

【請求書】 － 

【明細書】 基本：合計・決定利用者負担額 

【実績記録票】 － 

【上限額管理結果票】 － 

 

●警告（重度）となる例 

 
 

 

 

 

  

・【明細書】の「上限額管理事業所・管理結果」が

未設定の場合であり、「請求額集計欄 合計・決

定利用者負担額」の合計が受給者台帳の「利用

者負担上限額」を超えている 

受給者台帳（基本情報） 

市町村番号 受給者証番号 異動年月日 異動区分 
証記載 

市町村番号 

利用者負担 

上限月額 

利用者負担上限月額有効

期間（開始年月日） 

利用者負担上限額有効

期間（終了年月日） 

991111 9999999999 2018.04.01 1:新規 991111 24,600 2018.04.01 2021.03.31 
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■原因 

「上限額管理事業所・管理結果」が未設定である【明細書】※１が

複数ある場合において、各「請求額集計欄 合計・決定利用者負担

額」の合計が、受給者台帳にある「利用者負担上限月額」を超えて

います※２。 
前ページの例では、各【明細書】の「請求額集計欄 合計・決定

利用者負担額」は、○○事業所では13,000円、□□事業所では12,000

円であり、合計は25,000円となっています。 
これに対し、受給者台帳の「利用者負担上限月額」は24,600円で

あり、【明細書】の合計が超過していることから、「警告（重度）」

となります。 
 

■確認の観点 

市町村は、請求情報の利用者負担上限月額の設定内容や受給者台

帳（基本情報）の利用者負担上限月額の登録内容を確認するなどし

て、請求が妥当かを判断し、請求情報を「支払」又は「返戻」とし

ます。 

受給者台帳の誤りの場合は、当月は「支払」とします。次月に向

けて、「異動／訂正連絡票情報」を作成し、国保連合会に送信しま

す。 

 

※１サービス提供年月が

平成30年４月以降の

ものに限ります。 

 

※２利用者負担のない地

域 相 談 支 援 給 付 の

【明細書】は除きます。

なお、利用者負担上

限 額 管 理 事 業 所 の

「管理結果」が設定さ

れている場合、【上限

額管理結果票】を交え

たチェックが行われま

す。 

 

 

●正常となる例 

請求明細書情報（基本情報）  
サービス 

提供年月 
市町村番号 事業所番号 受給者証番号 

利用者負担 

上限月額 

上限額管理事業所 

・管理結果 

請求額集計欄 合計 

・決定利用者負担額 

2018.04 991111 9911111111 9999999999 24,600 - 12,500 

 

請求明細書情報（基本情報）  
サービス 

提供年月 
市町村番号 事業所番号 受給者証番号 

利用者負担 

上限月額 

上限額管理事業所 

・管理結果 

請求額集計欄 合計 

・決定利用者負担額 

2018.04 991111 9912111112 9999999999 24,600 - 12,000 

 
受給者台帳（基本情報）   

市町村 

番号 
受給者証番号 異動年月日 異動区分 

証記載 

市町村番号 

利用者負担 

上限月額 

利用者負担上限月額 

有効期間（開始年月日） 

利用者負担上限額 

有効期間（終了年月日） 

991111 9999999999 2018.04.01 １：新規 537600 24,600 2018.04.01 2021.03.31 

 

 ・【明細書】の「上限額管理事業所・管理結果」

が未設定の場合であり、「請求額集計欄 合

計・決定利用者負担額」の合計が受給者台帳

の「利用者負担上限額」以下 
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PQ21 
▲支給量：障害児入所支援サービスにおける請求明細書の基本報酬の「回数」

の合計が実績記録票の明細の合計を超えています 

 

審査対象 

請求情報 

様式 レコード：項目 

【請求書】 － 

【明細書】 明細：回数 

【実績記録票】 基本 

【上限額管理結果票】 － 

 

●警告（重度）となる例 

  
 

 

 

 

  

・障害児入所支援の【明細書】の基本報

酬の「回数」の合計が【実績記録票】

のレコード数を超えている 
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■原因 

障害児入所支援の【明細書】※１の基本報酬の「回数」の合計が【実

績記録票】のレコード数を超えています。 
【明細書】については、「サービスコード」に対応する単位数表

マスタ※２（請求）の加算対象が「１」であるものが対象となります。 
また、【実績記録票】のレコード数の数え方は、以下の通りです。 

●【実績記録票】のレコード数 

受付年月において、「地域移行加算・退所日（年月日）」以前であ

り、以下を満たす日数の合計です。 
①「サービス提供の状況」が未設定か、「入院→共同生活住居に

戻る→外泊」もしくは「外泊→共同生活住居に戻る→入院」 
②「サービス提供の状況」が「入院」「外泊」「入院→外泊」「外

泊→入院」であり、かつ以下のいずれかに該当する。 
前日の「サービス提供の状況」が未設定 

翌日の「サービス提供の状況」が未設定で、「サービス提供年月」「日付」

が「地域移行加算・退所日（年月日）」以前 

「日付」が１日又は末日であり、「入院・外泊加算」「入院時支援特別加

算（算定回数）」が未設定 

「サービス提供年月」「日付」が「入所時特別支援加算・利用開始日（年

月日）」 

「サービス提供年月」「日付」が「地域移行加算・退所日（年月日）」 

 
前ページの例では、○○事業所の障害児入所支援の【明細書】の

「回数」は７と設定されています。 
これに対し、【実績記録票】では、「サービス提供の状況」により

外泊となる４日から27日までは対象となるレコードに含まれない

ため、残りの６日間がレコード数となっています。 
このように、 
【明細書】本体報酬の回数の合計（７日間） 

  ＞ 【実績記録票】本体報酬の算定対象となるレコード数（６日） 
となっているため、「警告（重度）」となります。 

 

 

 

 

 

 

※１サービス提供年月が

平成30年４月以降の

ものに限ります。 

 

※２単位数表マスタについ

ては、97ページを参照

してください。 
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●正常となる例 

明細書情報（明細情報） 

サービス提供年月都道府県等番号事業所番号受給者証番号サービスコード 回数  

2018.04 991111 9951111111 9999999999 711111 6  

 

単位数表マスタ（請求） 

サービス種類コード サービス項目コード 支給決定サービスコード 加算対象 

71 1111 711000 1 

 

本体報酬の回数の合計（６日）≦本体報酬の算定対象となるレコード数（６日） 

 

障害児入所支援提供実績記録票情報（基本情報）  

サービス提供年月都道府県等番号事業所番号様式種別番号
入所時特別支援加算・ 

利用開始日（年月日） 

地域移行加算・ 

退所日（年月日） 
 

2018.04 991111 9951111111 0101 2018.04.01 2018.04.30  

 
障害児入所支援提供実績記録票情報（明細情報）   
サービス提供年月 都道府県等番号 事業所番号 受給者証番号 様式種別番号 日付 サービス提供の状況 

2018.04 991111 9951111111 9999999999 0101 01 － 

2018.04 991111 9951111111 9999999999 0101 02 2 

2018.04 991111 9951111111 9999999999 0101 03 6 

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 3 

2018.04 991111 9951111111 9999999999 0101 28 7 

2018.04 991111 9951111111 9999999999 0101 29 2 

2018.04 991111 9951111111 9999999999 0101 30 － 

 
  

■確認の観点 

一般的には障害児入所支援の【明細書】の「回数」の合計と【実

績記録票】のレコード数は一致しますが、利用者の入院・外泊期間

中に一度施設に戻ることがあった場合等、一次審査では判断できな

いなんらかの事情がある可能性があります。 

都道府県は、「サービス提供の状況」等についてサービス提供事

業所に確認を行うなどして、請求が妥当かを判断し、請求情報を「支

払」又は「返戻」とします。 

・障害児入所支援の【明細書】の基本報酬の

「回数」の合計が【実績記録票】のレコー

ド数を超えていない 
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PQ26 
▲支給量：同じ日付に他の児童発達支援サービスの提供実績が存在していま

す 

 

審査対象 

請求情報 

様式 レコード：項目 

【請求書】 － 

【明細書】 － 

【実績記録票】 明細：日付 

【上限額管理結果票】 － 

 

●警告（重度）となる例 

 

 

 

 

  

令和　3年　4月分 児童発達支援提供実績記録票

9 9 5 2 1 1 1 1 1 1

枚中 枚

保育・教育等移行支援加算 移行日 移行後算定日

合計 ○回 ○ 回 ○ 回 ○回 ○回

1 116 金 10:00 17:00 1

○○○○○○

○ ○ ○○○○ ○○○○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○○○○○○

○ ○ ○○○○ ○○○○ ○

○ ○ ○○○○ ○○○○ ○ ○ ○ ○

○ ○

○○○○○○

○ ○ ○○○○ ○○○○ ○

○○○○○○

○ ○ ○○○○ ○○○○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○

○ ○ ○○○○ ○○○○ ○

○ ○ ○○○○ ○○○○ ○ ○ ○

○ ○○ ○ ○○○○ ○○○○ ○

食事提供

加算

事業所内

相談支援

加算

医療連携

体制加算往 復 時間数

日
付

曜
日

サービス提供実績
保護者等
確認欄

備考サービス提供の

状況

開始

時間

終了

時間

送迎加算 家庭連携加算

受給　太郎
（受給　花子）

事業所番号

事業者及び

その事業所
○○事業所

契約支給量 児童発達支援基本決定　２０日／月

9 9 9 9 1
給付決定保護者氏名

(障害児氏名)

受給者証
番　　　号

9 9 9 9 9

令和　3年　4月分 児童発達支援提供実績記録票

9 9 5 2 1 1 1 1 1 2

枚

受給者証

番　　　号
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

給付決定保護者氏名

(障害児氏名)

受給　太郎

（受給　花子）

事業所番号

事業者及び
その事業所

□□事業所
契約支給量

○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○

日
付

曜
日

サービス提供実績
保護者等
確認欄

備考サービス提供の

状況

開始
時間

終了
時間

送迎加算 家庭連携加算 食事提供
加算

事業所内

相談支援

加算

医療連携

体制加算往 復 時間数

16 金 10:00 17:00 1 1 1

○ ○ ○○○○ ○○○○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○○○○ ○○○○ ○ ○ ○ ○ ○○○○○○

○ ○ ○○○○ ○○○○ ○ ○ ○ ○ ○○○○○○

○ ○ ○○○○ ○○○○ ○ ○ ○

○ ○ ○○○○ ○○○○ ○ ○ ○ ○ ○○○○○○

○ ○ ○○○○ ○○○○ ○ ○ ○ ○ ○○○○○○

○ ○ ○○○○ ○○○○ ○ ○ ○

合計 ○回 ○ 回 ○ 回 ○回 ○回

保育・教育等移行支援加算 移行日 移行後算定日

枚中

・通所系のサービスの【実績記録票】のサ

ービス提供日に、他の児童発達支援サー

ビスの提供実績が重複している 
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■原因 

通所系のサービス※１の【実績記録票】※２において、サービスが行

われている日付に、他の児童発達支援の【実績記録票】においても

サービスが行われています※３。 
前ページの例では、○○事業所の児童発達支援の【実績記録票】

と、□□事業所の児童発達支援の【実績記録票】とで、2021年４月

16日において、サービスが重複しているため、「警告（重度）」とな

ります。 
 

■確認の観点 

この「警告（重度）」の理由は、上記の通り、通所系のサービス

の【実績記録票】と、児童発達支援の【実績記録票】との間で、日

付が重複したサービスを提供しているために発生しています。児童

福祉法に基づく指定通所支援等の留意事項通知では、同一日に複数

の通所系サービスや指定入所支援にかかる報酬は算定できないも

のとされています※４が、国保連合会では、同一日にサービス提供実

績がある場合、どちらの実績が正しいかをシステムでは判断できな

いため、「警告（重度）」として市町村による二次審査において特に

確認が必要となります。 

市町村は、サービスが提供された日付等についてサービス提供事

業所に確認を行うなどして、請求が妥当かを判断し、それぞれの請

求情報について、「支払」又は「返戻」とします。 

 

※１通所系のサービスと

は、児童発達支援、居

宅訪問型児童発達支

援、医療型児童発達

支援、放課後等デイ

サービス、保育所等訪

問支援を指します。な

お、訪問支援特別加

算、欠席時対応加算

の算定時等、保育所

等訪問支援を行った

場合及びチェック対象

となる【実績記録票】と

同じサービス提供事

業所における児童発

達支援は除きます。 

※２サービス提供年月が

平成30年４月以降の

ものに限ります。 

※３訪問支援特別加算、

欠席時対応加算の算

定時は除きます。尚、

サービス提供年月が

令和3年4月以降、訪

問支援特別加算は廃

止済です。 

※４「障害児支援留意事

項通知」第二・１・.(2)を

参照。 

●正常となる例 

児童発達支援提供実績記録票情報（明細情報） 

サービス提供年月 市町村番号 事業所番号 受給者証番号 様式種別番号 日付 開始時間 終了時間  

2021.04 991111 9951111111 9999999999 0301 16 10:00 17: 00  

 

児童発達支援提供実績記録票情報（明細情報） 

サービス提供年月 市町村番号 事業所番号 受給者証番号 様式種別番号 日付 開始時間 終了時間  

2021.04 991111 9952111112 9999999999 0301 17 10:00 17:00  

  

・通所系のサービスの【実績記録票】の

サービス提供日に、他の児童発達支援

サービスの提供実績が重複していない 
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PQ27 
▲支給量：同じ日付に他の医療型児童発達支援サービスの提供実績が存在し

ています 

 

審査対象 

請求情報 

様式 レコード：項目 

【請求書】 － 

【明細書】 － 

【実績記録票】 明細：日付 

【上限額管理結果票】 － 

 

●警告（重度）となる例 

 

 
 

 

 

 

  

令和　3年　4月分 児童発達支援提供実績記録票

9 9 5 2 1 1 1 1 1 1

枚中 枚

保育・教育等移行支援加算 移行日 移行後算定日

合計 ○回 ○ 回 ○ 回 ○回 ○回

1 116 金 10:00 17:00 1

○○○○○○

○ ○ ○○○○ ○○○○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○○○○○○

○ ○ ○○○○ ○○○○ ○

○ ○ ○○○○ ○○○○ ○ ○ ○ ○

○ ○

○○○○○○

○ ○ ○○○○ ○○○○ ○

○○○○○○

○ ○ ○○○○ ○○○○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○

○ ○ ○○○○ ○○○○ ○

○ ○ ○○○○ ○○○○ ○ ○ ○

○ ○○ ○ ○○○○ ○○○○ ○

食事提供

加算

事業所内

相談支援

加算

医療連携

体制加算往 復 時間数

日

付

曜

日

サービス提供実績
保護者等

確認欄
備考サービス提供の

状況

開始

時間

終了

時間

送迎加算 家庭連携加算

受給　太郎

（受給　花子）

事業所番号

事業者及び

その事業所
○○事業所

契約支給量 児童発達支援基本決定　２０日／月

9 9 9 9 1
給付決定保護者氏名

(障害児氏名)

受給者証

番　　　号
9 9 9 9 9

・通所系のサービスの【実績記録票】のサ

ービス提供日に、他の医療型児童発達支

援サービスの提供実績が重複している 

 

令和　3年　4月分 医療型児童発達支援提供実績記録票

9 9 5 2 1 1 1 1 1 2
1

給付決定保護者氏名

(障害児氏名)

受給者証
番　　　号

9 9 9 9 9
受給　太郎

（受給　花子）
事業所番号

事業者及び

その事業所
□□事業所

契約支給量 児童発達支援基本決定　２０日／月

9 9 9 9

日

付

曜

日

サービス提供実績
保護者等

確認欄
備考サービス提供の

状況

開始
時間

終了
時間

送迎加算 家庭連携加算 食事提供
加算

事業所内

相談支援

加算往 復 時間数

16 金 10:00 17:00 1 1 1

○ ○ ○○○○ ○○○○ ○ ○ ○

○ ○ ○○○○ ○○○○ ○ ○ ○

○ ○ ○○○○ ○○○○ ○ ○ ○ ○ ○○○○○○

○ ○ ○○○○ ○○○○ ○ ○ ○ ○ ○○○○○○

○ ○ ○○○○ ○○○○ ○ ○ ○

○ ○ ○○○○ ○○○○ ○ ○ ○ ○ ○○○○○○

○ ○ ○○○○ ○○○○ ○ ○ ○ ○ ○○○○○○

○ ○ ○○○○ ○○○○ ○ ○ ○

合計 ○回 ○回 ○回 ○回

保育・教育等移行支援加算 移行日 移行後算定日

枚中 枚



 
 

305 
 

第
１
章 

は
じ
め
に 

第
２
章 

審
査
事
務
の
概
要 

第
３
章 

国
保
連
合
会
か
ら

の
提
供
資
料 

第
４
章 

二
次
審
査 

第
５
章 

過
誤
処
理 

第
６
章 

Ｆ
Ａ
Ｑ 

(

よ
く
あ
る
エ
ラ
ー) 

■原因 

通所系のサービス※１の【実績記録票】※２において、サービスが行

われている日付に、他の医療型児童発達支援の【実績記録票】にお

いてもサービスが行われています※３。 
前ページの例では、○○事業所の児童発達支援の【実績記録票】

と、□□事業所の医療型児童発達支援の【実績記録票】とで、2021

年４月16日において、サービスが重複しているため、「警告（重度）」

となります。 
 

■確認の観点 

この「警告（重度）」の理由は、上記の通り、通所系のサービス

の【実績記録票】と、医療型児童発達支援の【実績記録票】との間

で、日付が重複したサービスを提供しているために発生していま

す。児童福祉法に基づく指定通所支援等の留意事項通知では、同一

日に複数の通所系サービスや指定入所支援にかかる報酬は算定で

きないものとされています※４が、国保連合会では、同一日にサービ

ス提供実績がある場合、どちらの実績が正しいかをシステムでは判

断できないため、「警告（重度）」として市町村による二次審査にお

いて特に確認が必要となります。 

市町村は、サービスが提供された日付等についてサービス提供事

業所に確認を行うなどして、請求が妥当かを判断し、それぞれの請

求情報について、「支払」又は「返戻」とします。 

 

※１通所系のサービスと

は、児童発達支援、居

宅訪問型児童発達支

援、医療型児童発達

支援、放課後等デイ

サービス、保育所等訪

問支援を指します。な

お、訪問支援特別加

算、欠席時対応加算

の算定時等、保育所

等訪問支援を行った

場合及びチェック対象

となる【実績記録票】と

同じサービス提供事

業所における医療型

児童発達支援は除き

ます。 

※２サービス提供年月が

平成30年４月以降の

ものに限ります。 

※３訪問支援特別加算、

欠席時対応加算の算

定時は除きます。尚、

サービス提供年月が

令和3年4月以降、訪

問支援特別加算は廃

止済です。 

※４「障害児支援留意事

項通知」第二・１・.(2)を

参照。 

●正常となる例 

児童発達支援提供実績記録票情報（明細情報） 
サービス提供年月 市町村番号 事業所番号 受給者証番号 様式種別番号 日付 開始時間 終了時間 ・・・  

2021.04 991111 9951111111 9999999999 0301 16 10:00 17:00 ・・・  

 

医療型児童発達支援提供実績記録票情報（明細情報） 
サービス提供年月 市町村番号 事業所番号 受給者証番号 様式種別番号 日付 開始時間 終了時間 ・・・  

2021.04 991111 9952111112 9999999999 0401 17 10:00 17:00 ・・・  

 

  ・通所系のサービスの【実績記録票】のサー

ビス提供日に、他の医療型児童発達支援サ

ービスの提供実績が重複していない 
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PQ28 
▲支給量：同じ日付に他の放課後等デイサービスの提供実績が存在していま

す 

 

審査対象 

請求情報 

様式 レコード：項目 

【請求書】 － 

【明細書】 － 

【実績記録票】 明細：日付 

【上限額管理結果票】 － 

●警告（重度）となる例 

 

  
・通所系のサービスの【実績記録票】のサ

ービス提供日に、他の放課後等デイサー

ビスの提供実績が重複している 
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■原因 

通所系のサービス※１の【実績記録票】※２において、サービスが行

われている日付に、他の放課後等デイサービスの【実績記録票】に

おいてもサービスが行われています※３。 
前ページの例では、○○事業所の児童発達支援の【実績記録票】

と、□□事業所の放課後等デイサービスの【実績記録票】とで、2018

年４月16日において、サービスが重複しているため、「警告（重度）」

となります。 
 

■確認の観点 

この「警告（重度）」の理由は、上記の通り、通所系のサービス

の【実績記録票】と、放課後等デイサービスの【実績記録票】との

間で、日付が重複したサービスを提供しているために発生していま

す。児童福祉法に基づく指定通所支援等の留意事項通知では、同一

日に複数の通所系サービスや指定入所支援にかかる報酬は算定で

きないものとされています※４が、国保連合会では、同一日にサービ

ス提供実績がある場合、どちらの実績が正しいかをシステムでは判

断できないため、「警告（重度）」として市町村による二次審査にお

いて特に確認が必要となります。 

市町村は、サービスが提供された日付等についてサービス提供事

業所に確認を行うなどして、請求が妥当かを判断し、それぞれの請

求情報について、「支払」又は「返戻」とします。 

 

 

※１通所系のサービスと

は、児童発達支援、居

宅訪問型児童発達支

援、医療型児童発達

支援、放課後等デイ

サービス、保育所等訪

問支援を指します。な

お、訪問支援特別加

算、欠席時対応加算

の算定時等、保育所

等訪問支援を行った

場合及びチェック対象

となる【実績記録票】と

同じサービス提供事

業所における放課後

等デイサービスは除き

ます。 

※２サービス提供年月が

平成30年４月以降の

ものに限ります。 

※３授業の終了後又は休

業日に行う場合に限り

ます。 

※４「障害児支援留意事

項通知」第二・１・.(2)を

参照。 

●正常となる例 

児童発達支援提供実績記録票情報（明細情報） 

サービス提供年月 市町村番号 事業所番号 受給者証番号 様式種別番号 日付 開始時間 終了時間  

2018.04 991111 9951111111 9999999999 0301 16 10:00 17:00  

 
放課後等デイサービス提供実績記録票情報（明細情報） 

サービス提供年月 市町村番号 事業所番号 受給者証番号 様式種別番号 日付 開始時間 終了時間  

2018.04 991111 9952111112 9999999999 0501 17 15:00 17:00  

 

  
・通所系のサービスの【実績記録票】のサー

ビス提供日に、他の放課後等デイサービス

の提供実績が重複していない 
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PQ29 
▲支給量：同じ日付に他の保育所等訪問支援サービスの提供実績が存在して

います 

 

審査対象 

請求情報 

様式 レコード：項目 

【請求書】 － 

【明細書】 － 

【実績記録票】 明細：日付 

【上限額管理結果票】 － 

●警告（重度）となる例 

 
 

 

 

  

  

・保育所等訪問支援サービスの【実績記

録票】のサービス提供日に、他の保育

所等訪問支援サービスの提供実績が重

複している 
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■原因 

通所系のサービス※１の【実績記録票】※２において、サービスが行

われている日付に、他の保育所等訪問支援の【実績記録票】にお

いてもサービスが行われています※３。 
前ページの例では、○○事業所の保育所等訪問支援の【実績記

録票】と、□□事業所の保育所等訪問支援の【実績記録票】とで、

2018年４月16日において、サービスが重複しているため、「警告（重

度）」となります。 
 

■確認の観点 

この「警告（重度）」の理由は、上記の通り、２件の保育所等訪

問支援の【実績記録票】で、日付が重複したサービスを提供して

いるために発生しています。１日に重複して保育所等訪問支援を

算定することはできませんが、国保連合会では、同一日にサービ

ス提供実績がある場合、どちらの実績が正しいかをシステムでは

判断できないため、「警告（重度）」として市町村による二次審査

において特に確認が必要となります。 

市町村は、サービスが提供された日付等についてサービス提供

事業所に確認を行うなどして、請求が妥当かを判断し、それぞれ

の請求情報について、「支払」又は「返戻」とします。 

 

※１通所系のサービスとは、

児童発達支援、居宅訪

問型児童発達支援、医

療型児童発達支援、放

課後等デイサービス、保

育所等訪問支援を指し

ます。なお、訪問支援特

別加算、欠席時対応加

算の算定時等、保育所

等訪問支援を行った場

合及びチェック対象とな

る【実績記録票】と同じ

サービス提供事業所に

おける保育所等訪問支

援は除きます。 

※２サービス提供年月が平

成30年４月以降のもの

に限ります。 

※３保育所等訪問支援につ

いては、他の障害児通

所支援を同一日に算定

することは可能ですが、

保育所等訪問支援を同

一日に複数回算定する

ことはできないとされて

います（「障害児支援留

意 事 項 通 知 」 第 二 ・

１・.(2)。 

●正常となる例 

保育所等訪問支援提供実績記録票情報（明細情報） 

サービス提供年月 市町村番号 事業所番号 受給者証番号 様式種別番号 日付 ・・・ 

2018.04 991111 9951111111 9999999999 0601 16 ・・・ 

 

保育所等訪問支援提供実績記録票情報（明細情報） 

サービス提供年月 市町村番号 事業所番号 受給者証番号 様式種別番号 日付 ・・・ 

2018.04 991111 9952111112 9999999999 0601 17 ・・・ 

 
 

 

  

・保育所等訪問支援サービスの【実績記録票】

のサービス提供日に、他の保育所等訪問支

援サービスの提供実績が重複していない 
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PQ30 
▲支給量：同じ日付に他の障害児入所支援サービスの提供実績が存在してい

ます 

 

審査対象 

請求情報 

様式 レコード：項目 

【請求書】 － 

【明細書】 － 

【実績記録票】 明細：日付 

【上限額管理結果票】 － 

 

●警告（重度）となる例 

 
 

 

 

 

  

・障害児入所支援サービスの【実績記録

票】のサービス提供日に、他の障害児

入所支援サービスの提供実績が重複し

ている 
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■原因 

障害児入所支援の【実績記録票】※１において、サービスが行われ

ている日付に、他のサービス提供事業所の障害児入所支援の【実績

記録票】においてもサービスが行われています。 
前ページの例では、○○事業所の障害児入所支援の【実績記録票】

と、□□事業所の障害児入所支援の【実績記録票】とで、2018年４

月16日において、サービスが重複しているため、「警告（重度）」と

なります。 
 

■確認の観点 

この「警告（重度）」の理由は、上記の通り、障害児入所支援の

【実績記録票】と、他のサービス提供事業所の障害児入所支援の【実

績記録票】との間で、日付が重複したサービスを提供しているため

に発生しています。児童福祉法に基づく指定通所支援等の留意事項

通知では、同一日に複数の通所系サービスや指定入所支援にかかる

報酬は算定できないものとされています※２が、国保連合会では、同

一日にサービス提供実績がある場合、どちらの実績が正しいかをシ

ステムでは判断できないため、「警告（重度）」として都道府県によ

る二次審査において特に確認が必要となります。 

都道府県は、サービスが提供された日付等についてサービス提供

事業所に確認を行うなどして、請求が妥当かを判断し、それぞれの

請求情報について、「支払」又は「返戻」とします。 

 

※１サービス提供年月が

平成30年４月以降の

ものに限ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２「障害児支援留意事

項通知」第二・１・.(2)を

参照。 

 

●正常となる例 

障害児入所支援提供実績記録票情報（明細情報） 

サービス提供年月 都道府県等番号 事業所番号 受給者証番号 様式種別番号 日付 
地域移行加算・ 

退所日（年月日） 

2018.04 991111 9951111111 9999999999 0101 16 2018.04.16 

 
障害児入所支援提供実績記録票情報（明細情報） 

サービス提供年月 都道府県等番号 事業所番号 受給者証番号 様式種別番号 日付 ・・・ 

2018.04 991111 9952111112 9999999999 0101 17 ・・・ 

  

・障害児入所支援サービスの【実績記録票】

のサービス提供日に、他の障害児入所支援

サービスの提供実績が重複していない 
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PQ34 
▲支給量：請求明細書の地域移行体験利用加算Ⅰの「回数」の合計が実績記

録票の地域移行体験利用加算Ⅰの算定回数の合計と一致していません 

 

審査対象 

請求情報 

様式 レコード：項目 

【請求書】 － 

【明細書】 明細：回数 

【実績記録票】 明細 

【上限額管理結果票】 － 

 

●警告（重度）となる例 

 
 

 

 

 

  

・【明細書】における地域移行体験利用

加算Ⅰの「回数」が【実績記録票】

の「サービス提供の状況」の体験利

用Ⅰの合計と異なる 
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■原因 

地域移行支援の【明細書】※１における地域移行体験利用加算Ⅰの

「回数」の合計が、【実績記録票】における「サービス提供の状況」

の体験利用Ⅰの合計と異なっています。 
前ページの例では、【明細書】の地域移行体験利用加算Ⅰの「回

数」が５と設定されています。これに対し、【実績記録票】では、「サ

ービス提供の状況」により体験利用Ⅰは３日から６日までの合計４

日となっているため、「警告（重度）」となります※２。 
 

■確認の観点 

この「警告（重度）」の理由は、上記の通り、【明細書】と【実績

記録票】との間で、体験利用Ⅰの回数の合計が異なるために発生し

ています。国保連合会では、どちらが正しいかをシステムでは判断

できないため、「警告（重度）」として市町村による二次審査におい

て特に確認が必要となります。 

市町村は、サービス提供事業所に確認を行うなどして、請求が妥

当かを判断し、請求情報について、「支払」又は「返戻」とします。 

 

※１サービス提供年月が

平成30年４月以降の

ものに限ります。 

 

※２地域移行支援におけ

る障害福祉サービス

の体験利用加算は、

障害福祉サービスの

体験的な利用支援を

提供した場合に、15日

を限度として１日につ

き加算します。なお、

平成30年４月以降は、

体験的な利用支援の

提供を開始した日から

起算して５日以内の期

間については体験利

用加算（Ⅰ）を、６日以

上15日以内の期間に

ついては体験利用加

算(Ⅱ)を算定します。

地域相談支援の報酬

改定告示（平成30年

厚 生 労 働 省 告 示 第

101号）を参照。 

 

 

●正常となる例 

地域移行支援提供実績記録票情報（明細情報） 

サービス提供年月 市町村番号 事業所番号 受給者証番号 日付 サービス提供の状況 

2018.04 991111 9930011111 9900000001 19 ３：体験宿泊Ⅱ 

2018.04 991111 9930011111 9900000001 20 ２：体験宿泊Ⅰ 

2018.04 991111 9930011111 9900000001 21 １：体験利用Ⅰ 

2018.04 991111 9930011111 9900000001 22 ２：体験宿泊Ⅰ 

2018.04 991111 9930011111 9900000001 23 １：体験利用Ⅰ 

 
明細書情報（明細情報） 

サービス提供年月 市町村番号 事業所番号 受給者証番号 サービスコード 回数 

2018.04 991111 9930011111 9900000001 537590 2 

 

単位数表マスタ（請求） 

サービス種類コード サービス項目コード 
適用開始 

年月日 

適用終了 

年月日 

支給決定 

サービスコード 
体験利用種別 

53 7590 2012.04.01 - 531000 １：体験利用加算Ⅰ 

 

  ・【明細書】における地域移行体験利用加

算Ⅰの「回数」が【実績記録票】の「サ

ービス提供の状況」の体験利用Ⅰの合

計と等しい 
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PQ35 
▲支給量：請求明細書の地域移行体験利用加算Ⅱの「回数」の合計が実績記

録票の地域移行体験利用加算Ⅱの算定回数の合計と一致していません 

 

審査対象 

請求情報 

様式 レコード：項目 

【請求書】 － 

【明細書】 明細：回数 

【実績記録票】 明細 

【上限額管理結果票】 － 

 

●警告（重度）となる例 

 
 

 

 

 

  

・【明細書】における地域移行体験利用

加算Ⅱの「回数」が【実績記録票】

の「サービス提供の状況」の体験利

用Ⅱの合計と異なる 
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■原因 

地域移行支援の【明細書】※１における地域移行体験利用加算Ⅱの

「回数」の合計が、【実績記録票】における「サービス提供の状況」

の体験利用Ⅱの合計と異なっています。 
前ページの例では、【明細書】の地域移行体験利用加算Ⅱの「回

数」が10と設定されています。これに対し、【実績記録票】では、「サ

ービス提供の状況」により体験利用Ⅱは17日から27日までの合計９

日となっているため、「警告（重度）」となります※２。 
 

■確認の観点 

この「警告（重度）」の理由は、上記の通り、【明細書】と【実績

記録票】との間で、体験利用Ⅱの回数の合計が異なるために発生し

ています。国保連合会では、どちらが正しいかをシステムでは判断

できないため、「警告（重度）」として市町村による二次審査におい

て特に確認が必要となります。 

市町村は、サービス提供事業所に確認を行うなどして、請求が妥

当かを判断し、請求情報について、「支払」又は「返戻」とします。 

 

※１サービス提供年月が

平成30年４月以降の

ものに限ります。 

 

※２地域移行支援におけ

る障害福祉サービス

の体験利用加算は、

障害福祉サービスの

体験的な利用支援を

提供した場合に、15日

を限度として１日につ

き加算します。なお、

平成30年４月以降は、

体験的な利用支援の

提供を開始した日から

起算して５日以内の期

間については体験利

用加算（Ⅰ）を、６日以

上15日以内の期間に

ついては体験利用加

算(Ⅱ)を算定します。

地域相談支援の報酬

改定告示（平成30年

厚 生 労 働 省 告 示 第

101号）を参照。 

 

 

●正常となる例 

地域移行支援提供実績記録票情報（明細情報） 

サービス提供年月 市町村番号 事業所番号 受給者証番号 日付 サービス提供の状況 

2018.04 991111 9930011111 9900000001 19 ３：体験宿泊Ⅱ 

2018.04 991111 9930011111 9900000001 20 ２：体験宿泊Ⅰ 

2018.04 991111 9930011111 9900000001 21 ４：体験利用Ⅱ 

2018.04 991111 9930011111 9900000001 22 ２：体験宿泊Ⅰ 

2018.04 991111 9930011111 9900000001 23 ４：体験利用Ⅱ 

 
明細書情報（明細情報） 

サービス提供年月 市町村番号 事業所番号 受給者証番号 サービスコード 回数 

2018.04 991111 9930011111 9900000001 537591 2 

 

単位数表マスタ（請求） 

サービス種類コード サービス項目コード 
適用開始 

年月日 

適用終了 

年月日 

支給決定 

サービスコード 
体験利用種別 

53 7591 2018.04.01 - 531000 ４：体験利用加算Ⅱ 

 

  ・【明細書】における地域移行体験利用加

算Ⅱの「回数」が【実績記録票】の「サ

ービス提供の状況」の体験利用Ⅱの合

計と等しい 
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▲支給量：請求明細書の「サービス提供年月」が実績記録票の「通所施設移

行支援加算・算定日（年月日）」の年月と一致していません 

 

審査対象 

請求情報 

様式 レコード：項目 

【請求書】 － 

【明細書】 明細：サービス提供年月 

【実績記録票】 基本：通所施設移行支援加算・算定日（年月日） 

【上限額管理結果票】 － 

●警告（重度）となる例 

 

  

・【明細書】の「サービス提供年月」

が【実績記録票】の「通所施設移行

支援加算・算定日（年月日）」の年

月と一致していない 
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■原因 

居宅訪問型児童発達支援の【明細書】※１の「サービス提供年月」

が、【実績記録票】の「通所施設移行支援加算・算定日（年月日）」

※２の年月と一致していません。 
前ページの例では、【明細書】の「サービス提供年月」（令和元年

７月）が、【実績記録票】の「通所施設移行支援加算・算定日（年

月日）」（令和元年６月29日）の年月と異なるため、「警告（重度）」

となります。 
 

■確認の観点 

居宅訪問型児童発達支援にかかる通所施設移行支援加算は、居宅

訪問型児童発達支援を利用する障害児が通所支援事業所に移行し

ていくため、移行先との連絡調整や、移行後に障害児及びその家族

等に対して相談援助を行った場合に加算するものとされています※

３。そのため、【明細書】の「サービス提供年月」は通常、【実績記

録票】の「通所施設移行支援加算・算定日（年月日）」の年月と一

致すると考えられますが、【実績記録票】の「通所施設移行支援加

算・算定日（年月日）」は、通所施設移行支援加算が算定される支

援を行った日を記載することから、必ずしも算定月のみに記載され

るものでもないと考えられるため、「警告（重度）」として市町村に

よる二次審査において特に確認が必要となります。 

市町村は、居宅訪問型児童発達支援にかかる通所施設移行支援加

算を算定した状況についてサービス提供事業所に確認を行うなど

して、請求が妥当かを判断し、請求情報を「支払」又は「返戻」と

します。 

 

※１サービス提供年月が

平成31年４月以降の

ものに限ります。 

 

※２通所施設移行支援加

算が算定される支援

を行った日を記載しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

※３「障害児留意事項通

知」第二・２・⑷（居宅

訪問型児童発達支援

給付費）の「通所施設

移行支援加算の取扱

い」を参照。 

 
●正常となる例 

 

請求明細書情報（明細情報） 

サービス提供年月 市町村番号 事業所番号 受給者証番号 

2019.07 991111 9951111111 9999999999 

 
 
居宅訪問型児童発達支援提供実績記録票情報（基本情報） 

サービス提供年月 市町村番号 事業所番号 受給者証番号 通所施設移行支援加算・算定日（年月日） 

2019.07 991111 9951111111 9999999999 2019.07.01 

 

 

  
・【明細書】の「サービス提供年月」

が【実績記録票】の「通所施設移行

支援加算・算定日（年月日）」の年

月と一致している 
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PQ69 
▲支給量：請求明細書の基本報酬（住居外利用）の「回数」の合計が実績記

録票の「住居外利用（日）」未満です 

 

審査対象 

請求情報 

様式 レコード：項目 

【請求書】 － 

【明細書】 明細：回数 

【実績記録票】 基本：提供実績の合計２・住居外利用（日） 

【上限額管理結果票】 － 

 

●警告（重度）となる例 

 
 

 

 

 

  

・【明細書】の基本報酬（住居外利用）

の「回数」の合計が、【実績記録票】

の「住居外利用（日）」未満 
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■原因 

日中サービス型共同生活援助の【明細書】※１における基本報酬の

うち、住居外利用であるものの「回数」が、【実績記録票】の「住

居外利用（日）」未満です※２。 
前ページの例では、【明細書】の住居外利用である基本報酬の「回

数」が３回となっています。これに対し、【実績記録票】では、「住

居外利用（日）」は４日となっています。このため、「警告（重度）」

となります。 
 

■確認の観点 

障害支援区分３以上の利用者が、日中サービス支援型指定共同生

活援助と併せて支給決定されている日中活動サービス等を利用し

た日もしくは日中に介護保険サービス、精神科デイ・ケア等を利用

し共同生活住居以外で過ごした日に、日中サービス支援型指定共同

生活援助を提供した場合、別途定められた報酬を算定することとさ

れています※３。 

市町村は、「サービス提供の状況」等についてサービス提供事業

所に確認を行うなどして、請求が妥当かを判断し、請求情報を「支

払」又は「返戻」とします。 

 

※１サービス提供年月が

平成31年４月以降の

ものに限ります。 

 

※２併せて、【明細書】の

住居外利用ではない

「回数」が、【実績記録

票】の住居外利用でな

い日数を超えているこ

とも条件です。 

 

※３「障害福祉サービス留

意事項通知」第二・３・

⑻・②の「日中サービ

ス支援型共同生活援

助サービス費につい

て」を参照。 

 

 

●正常となる例 

 

請求明細書情報（明細情報） 

市町村番号 事業所番号 受給者証番号 サービス提供年月 サービスコード 回数 

2019.07 9951111111 9999999999 2019.07 33C441 5 

 
 
共同生活援助サービス提供実績記録票情報（基本情報） 

サービス提供年月 市町村番号 事業所番号 受給者証番号 提供実績の合計２・住居外利用（日） 

2019.07 991111 9951111111 9999999999 5 

 
 

 

 

  

・【明細書】の基本報酬（住居外利用）の

「回数」の合計が、【実績記録票】の「住

居外利用（日）」と同じ 
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PQ71 
▲支給量：請求明細書の「サービス提供年月」が実績記録票の「初期加算・

利用開始日（年月日）」の年月と一致していません 

 

審査対象 

請求情報 

様式 レコード：項目 

【請求書】 － 

【明細書】 明細：サービス提供年月 

【実績記録票】 基本：初期加算・利用開始日（年月日） 

【上限額管理結果票】 － 

 

●警告（重度）となる例 

 
 

 

 

 

  

・【明細書】の「サービス提供年月」が

【実績記録票】の「初期加算・利用

開始日（年月日）」の年月と一致して

いない 
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■原因 

就労定着支援の【明細書】※１における「サービス提供年月」が、

【実績記録票】の「初期加算・利用開始日（年月日）」の年月と一

致していません。 
前ページの例では、【明細書】の「サービス提供年月」（令和元年

７月）が、【実績記録票】の「初期加算・利用開始日（年月日）」（令

和元年６月24日）の年月と一致していないため、「警告（重度）」と

なります。 
 

■確認の観点 

就労定着支援にかかる初期加算は、新規に就労定着支援計画を作

成し、就労定着支援を行う場合に、アセスメント等に時間や労力を

要することから、就労定着支援の利用を開始した月に、１回に限り

算定するものです※２。 

ただし、サービス利用開始後に初期加算等を算定後、30日を超え

る入院後に再度サービスを利用した場合、当該加算の算定は可能と

なるため、「警告（重度）」として市町村による二次審査において特

に確認が必要となります。 

市町村は、就労定着支援にかかる初期加算を算定した状況につい

てサービス提供事業所に確認を行うなどして、請求が妥当かを判断

し、請求情報を「支払」又は「返戻」とします。 

 

※１サービス提供年月が

平成31年４月以降の

ものに限ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２「障害福祉サービス報

酬告示」第14の２（就

労定着支援）の３及び

「障害福祉サービス留

意事項通知」第二・３・

⑹（就労定着支援サ

ービス費）の「初期加

算の取扱いについて」

を参照。 

 

●正常となる例 

 

請求明細書情報（明細情報） 
サービス提供年月 市町村番号 事業所番号 受給者証番号 

2019.07 991111 9951111111 9999999999 

 
 
居宅訪問型児童発達支援提供実績記録票情報（基本情報） 

サービス提供年月 市町村番号 事業所番号 受給者証番号 初期加算・利用開始日（年月日） 

2019.07 991111 9951111111 9999999999 2019.07.01 

 

 

 

 

 

 

 

  

・【明細書】の「サービス提供年月」が【実

績記録票】の「初期加算・利用開始日

（年月日）」の年月と一致 
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PQ79 ▲支給量：経過措置該当サービスのため、実績記録票が届いていません 

 

審査対象 

請求情報 

様式 レコード：項目 

【請求書】 － 

【明細書】 基本：地域区分コード 

【実績記録票】 － 

【上限額管理結果票】 － 

 

●警告（重度）となる例 

 

 

 

 

 

  

・【明細書】の事業所番号等から、対応

する【実績記録票】が存在しない 
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■原因 

生活介護、若しくは入所支援の【明細書】※１に対応する【実績記

録票】が存在せず、かつ、【明細書】の「地域区分コード」が「21」

以上（児童施設経過措置事業所）です。 
前ページの例では、【明細書】に対応する【実績記録票】が存在

せず、かつ【明細書】の「地域区分」が「四級地（旧障害児施設）」

（地域区分コード：24）であるため、「警告（重度）」となります。 
 

■確認の観点 

現在、経過的生活介護及び経過的施設入所支援における【実績記

録票】提出については、システム化されていないため、紙等で市町

村へ提出する必要があります。このため、【実績記録票】が別途提

出されていることを確認するため、「警告（重度）」として市町村に

よる二次審査において特に確認が必要となります。 

市町村は、上記を踏まえて請求が妥当かを判断し、請求情報につ

いて、「支払」又は「返戻」とします。 

 

※１サービス提供年月が

平成31年４月以降の

ものに限ります。 

 

 

 

 

●正常となる例 

 

請求明細書情報（基本情報） 
サービス提供年月 市町村番号 事業所番号 受給者証番号 地域区分コード 

2019.07 991111 9911111111 9999999999 04：四級地 

 
 
生活介護提供実績記録票情報（基本情報） 

サービス提供年月 市町村番号 事業所番号 受給者証番号 

2019.07 991111 9911111111 9999999999 

 

 

 

 

 

 

 

  

・【明細書】の「地域区分コード」が「20」

以下であり、対応する【実績記録票】

が存在する 
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PQ91 
▲支給量：請求明細書の送迎加算の「回数」の合計が実績記録票の提供実績

の合計の「実績 送迎加算（回）」を超えています 

 

審査対象 

請求情報 

様式 レコード：項目 

【請求書】 － 

【明細書】 明細：回数 

【実績記録票】 基本：実績 送迎加算（回） 
【上限額管理結果票】 － 

 

●警告（重度）となる例 

  
 

 

 

  

１割相当額

利用者負担額②

特定障害者特別給付費
枚目枚中

〇〇 〇

算定日額 日数 給付費請求額 実費算定額

〇 〇〇

〇 〇

〇自治体助成分請求額 〇 〇

〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇

〇

決定利用者負担額 〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇〇上限額管理後利用者負担額 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇〇調整後利用者負担額 〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇〇 〇〇上限月額調整(①②の内少ない数) 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇

〇 〇

〇

〇 〇

〇

〇

〇 〇 〇

〇〇 〇 〇 〇

円/単位円/単位

〇

〇 〇〇 〇 〇

〇 円/単位単位数単価 〇 〇

〇 〇

円/単位

合計
日日

給付単位数 〇 〇

サービス利用日数 〇 〇 日　　　　　〇

総費用額 〇

生活介護

日

請

求

額

集

計

欄

サービス種類コード 2 2

〇

6 19 2

〇

2 2 0 2 16 5

〇 〇 〇 〇 〇

給

付

費

明

細

欄

単位数

〇 〇〇〇〇〇〇〇 〇 〇 〇 〇 〇

年 月令和 入院日数日 利用日数月 日 終了年月日

入院日数

開始年月日 令和 年

日 利用日数

利用日数 〇 〇 入院日数

日 終了年月日 令和開始年月日 令和

年 日

年 年 月

〇〇 〇

日 終了年月日 令和 月年 〇 月 〇

無し

1 1 1 1 1 1 1 管理結果

利用者負担上限月額　① 2

氏 名

受 給 者 証 番 号 9

支 給 決 定 障 害 者 等

支 給 決 定 に 係 る

4 6 0 0 就労継続支援Ａ型減免対象者

9
事業者及び
その事業所

の名称受給　太郎

999 9

9 1

〇〇事業所

9 9

地域区分 〇級地

障 害 児 氏 名 就労継続支援Ａ型事業者負担減免措置実施 無し

請
求
事
業
者

指定事業所番号 9

9 9

月分

1 1 1 1 11 1

年 0 41 1

1 11

令和 2

1

0

月

市町村番号 9 9 1 1

助成自治体番号 1 1

サービスコード

1

サービス内容

利用者負担上限額
管理事業所

指定事業所番号 9 9

事業所名称 〇〇事業所

1 管理結果額 〇〇

〇

請求額 給付費

生介送迎加算Ⅰ

〇

介護給付費・訓練等給付費等明細書
（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、療養介護、

生活介護、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助）

A型減免
事業者減免額

減免後利用者負担額

サービス

種別

2 2 開始年月日 令和

回数 サービス単位数 摘要

〇

6

〇 〇 〇

令和　2年　4月分 生活介護サービス提供実績記録票

9 9 1 1 1 1 1 1 1 1

利用開始日 30日目

回

枚中 枚

合計 4回 3回 9回 1回

初期加算 当月算定日数

29 火 9:00 11:00 1

127 月

25 土 9:00 11:00 1

124 金 9:00 11:00

重度障害者支援加算

23 木 9:00 11:00 1

122 水 9:00 11:00

19 土 9:00 11:00 1

118 金 9:00 11:00

17 木 9:00 11:00 1

315 水 13:00 16:00

11 土 10:00 11:00 1

3 金 欠席

2 木 9:00 16:00 1 1 1

1 11 水 9:00 11:00 1

備考サービス提供

の状況
開始時間 終了時間

送迎加算 訪問支援特別加算 食事提供

加算

体験利用

支援加算

重度障害者

支援加算

（研修修了者）往

契約支給量

日
付

曜
日

サービス提供実績
利用者
確認欄

復 時間数

受給　太郎 事業所番号

事業者及び

その事業所
〇〇事業所

9 9 9 9 9
支給決定障害者氏名受給者証

番　　　号
9 9 9 9 9

・【明細書】における送迎加算の「回数」

の合計が【実績記録票】の提供実績

の合計の「実績 送迎加算（回）」を

超えている 
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■原因 

【明細書】※１の送迎加算の「回数」の合計が、【実績記録票】の「提

供実績の合計・実績 送迎加算（回）」を超えています。 
前ページの例では、生活介護の【明細書】の送迎加算の「回数」

が６と設定されています。 
これに対し、【実績記録票】では、「提供実績の合計・実績 送迎加

算（回）」は５となっているため、「警告（重度）」となります。 
 

■確認の観点 

この「警告（重度）」の理由は、上記の通り、【明細書】と【実績

記録票】との間で、送迎加算の回数の合計が異なるために発生して

います。国保連合会では、どちらが正しいかをシステムでは判断で

きないため、「警告（重度）」として市町村による二次審査において

特に確認が必要となります。 

市町村は、サービス提供事業所に確認を行うなどして、請求が妥

当かを判断し、請求情報について、「支払」又は「返戻」とします。 

 

※１サービス提供年月が

令和２年４月以降のも

のに限ります。 

 

 

 

 

 

●正常となる例 

介護給付費等明細書情報（明細情報） 

サービス提供年月都道府県等番号事業所番号受給者証番号サービスコード 回数  

2020.04 991111 9951111111 9999999999 636240 6  

 

単位数表マスタ（請求） 

サービス種類コード サービス項目コード 支給決定サービスコード 送迎加算 

63 6240 632000 2 

 

送迎加算の回数の合計（６回）≦送迎加算の算定回数（６回） 

 

放課後等デイサービス提供実績記録票情報（基本情報） 

サービス提供年月都道府県等番号事業所番号様式種別番号
提供実績の合計・ 

送迎加算（回） 

2020.04 991111 9951111111 0501 6 

 

 

  ・【明細書】の送迎加算の「回数」の合計が【実

績記録票】の送迎加算の算定回数を超えてい

ない 
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PQ96 
▲支給量：請求明細書の「実費算定額」が実績記録票の実費算定の合計の「実

費合計額（円）」を超えています 

 

審査対象 

請求情報 

様式 レコード：項目 

【請求書】 － 

【明細書】 集計：特定障害者特別給付費・実費算定額 

【実績記録票】 基本：実費算定の合計・実費合計額（円） 

【上限額管理結果票】 － 

 

●警告（重度）となる例 

   

枚中 枚目0◯ ◯ 4 5 0 0◯ 3 0 ◯ ◯ ◯

◯

特定障害者特別給付費
算定日額 日数 給付費請求額 実費算定額

◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯◯◯ ◯ ◯ ◯自治体助成分請求額 ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯

請求額 給付費 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯◯ ◯◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

決定利用者負担額 ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯

上限額管理後利用者負担額 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯◯ ◯◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯

調整後利用者負担額 ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯

減免後利用者負担額 ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯◯ ◯◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯

A型減免
事業者減免額 ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯上限月額調整(①②の内少ない数) ◯ ◯ ◯ ◯

◯◯ ◯ ◯ ◯利用者負担額② ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯

◯

１割相当額 ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯◯◯ ◯ ◯ ◯ ◯総費用額 ◯ ◯ ◯ ◯

円/単位 円/単位◯ 円/単位

◯

単位数単価 ◯ ◯ ◯ ◯ 円/単位 ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯◯◯ ◯ ◯ ◯

日 日

給付単位数 ◯ ◯ ◯

合計
サービス利用日数 2 0 日 3 1 日

請

求

額

集

計

欄

サービス種類コード 2 2 生活介護 3 2 施設入所支援

◯◯ ◯ ◯ ◯ ◯◯ ◯ ◯ ◯○○○○○ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯◯ ◯ ◯ 3 1

◯

施設入所１６ 3 2 2 1 1 1

◯ ◯ ◯ ◯ ◯◯ ◯ ◯ ◯○○○○○ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯

○○○○○ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

2 0 ◯ ◯ ◯1 ◯ ◯ ◯生活介護１６ 2 2 2 1 1

入院日数

給

付

費

明

細

欄

サービス内容 サービスコード 単位数 回数 サービス単位数 摘要

日 利用日数年 月月 日 終了年月日 令和開始年月日 令和 年

日 利用日数 入院日数年 月日 終了年月日 令和年 月

入院日数

開始年月日 令和

月 日 利用日数終了年月日 令和 年◯ ◯ 月 ◯ ◯ 日

事業所名称 ◯◯事業所

サービス

種別

2 2 開始年月日 令和 ◯ ◯ 年

管理結果額 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯1 1 1 1 管理結果 1

就労継続支援Ａ型減免対象者

利用者負担上限額
管理事業所

指定事業所番号 9 9 1 0 0 1

利用者負担上限月額　① ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

支 給 決 定 障 害 者 等
受給　太郎

氏 名

支 給 決 定 に 係 る 地域区分

障 害 児 氏 名 就労継続支援Ａ型事業者負担減免措置実施

0 0 0 0 1
事業者及び
その事業所

の名称

請
求
事
業
者

指定事業所番号

受 給 者 証 番 号 9 9 0 0 0

助成自治体番号

9 9 1 0

○○事業所

0 1 1 1

1 1 1 1

1

◯級地

1 1

介護給付費・訓練等給付費等明細書
（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、療養介護、

生活介護、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助）

市町村番号 9 9

1 1 1 1 1

令和 3 年 0 3 月分0

令和　3年　3月分 施設入所支援提供実績記録票

9 9 1 0 0 1 1 1 1 1

一日

一月

地域移行加算 退所日 退所後算定日

入所時特別支援加算 利用開始日 30日目 当月算定日数

31回 31回

各小計 31,000円 9,300円

実費合計額 40,300円

合計 回 回 回 回 回

31回 31回

1 1 1 131 水

1 1 1 130 火

1 1 1 129 月

1 1 1 128 日

1 1 1 127 土

1 1 1 126 金

1 1 1 125 木

1 1 1 124 水

1 1 1 123 火

1 1 1 122 月

1 1 1 121 日

1 1 1 120 土

1 1 1 119 金

1 1 1 118 木

1 1 1 117 水

1 1 1 116 火

1 1 1 115 月

1 1 1 114 日

1 1 1 113 土

1 1 1 112 金

1 1 1 111 木

1 1 1 110 水

1 1 1 19 火

1 1 1 18 月

1 1 1 17 日

1 1 1 16 土

1 1 1 15 金

1 1 1 14 木

1 1 1 13 水

1 1 1 12 火

1 1 1 11 月

円/日

朝食 昼食 夕食 光熱水費

光熱水費の単価
昼食 円/日

夕食 円/日 ○○ 円/日
体験宿泊

支援加算

重度障害者

支援加算

(研修修了者)

食

費

の

単

価

朝食 円/日

一日 ○○ 円/日

日付 曜日

支援実績 実費算定額
利

用

者

確

認

欄

備考サービス提供

の状況

入院・

外泊時

加算

入院時支援

特別加算

地域移行

加算

受給　太郎
事業所番号

事業者及び
その事業所

○○事業所
補足給付適用の有無 有り 補足給付額(日額) ○○円/日

0 0 0 0 1支給決定障害者氏名
受給者証
番　　　号

9 9 0 0 0

・【明細書】の「特定障害者特

別給付費・実費算定額」が

【実績記録票】の「実費合

計額（円）」を超えている 
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■原因 

【明細書】※１の「特定障害者特別給付費※２・実費算定額」が【実

績記録票】の「実費合計額（円）」を超えています。 
前ページの例では、【明細書】の「特定障害者特別給付費・実費

算定額」（45,000円）が、【実績記録票】の「実費合計額（円）」（39,000

円）を超えているため、「警告（重度）」となります。 
 
■確認の観点 

補足給付（特定障害者特別給付費若しくは特定入所障害児食費等

給付費）について、【明細書】の「実費算定額」には、現に要した

実費の額（補足給付前の額）を記載することとされています※３。こ

のため、通常は「実費算定額」と【実績記録票】の「実費合計額」

は一致します。ただし、外部の日中活動サービスを利用する施設入

所支援利用者に係る「給付費請求額」が当該入所施設における実費

算定額を上回る場合は、当該入所施設は日中活動サービス事業者に

おける昼食に係る実費算定額を合算した額を記載することとなっ

ているため、市町村による二次審査において特に確認が必要となり

ます。 

市町村は、「実費算定額」及び「実費合計額（円）」の状況につい

て、サービス提供事業所に確認を行うなどして、請求が妥当かを判

断し、請求情報を「支払」又は「返戻」とします。 

 

※１サービス提供年月が

令和２年４月以降のも

のに限ります。 

 

※ ２ 障 害 児 支 援 の 場 合

は、「特定入所障害

児食費等給付費」。 

 

 

 

 

※３「介護給付費等に係る

支給決定事務等につ

いて（事務処理要領）」

（厚生労働省障害福

祉課事務連絡）第７・

Ⅲ・２・（９）「特定障害

者特別給付費」を参

照。 

●正常となる例 

請求明細書情報（集計情報） 

サービス提供年月 市町村番号 事業所番号 受給者証番号 サービス種類コード 
特定障害者特別給付費・ 

実費算定額 

2020.07 991111 9910011111 9900000001 32 45,000 

 

 

 
 

 

実績記録票情報（基本情報） 

サービス提供年月 市町村番号 事業所番号 受給者証番号 様式種別番号 
実費算定の合計・ 

実費合計額（円） 

2020.07 991111 9910011111 9900000001 0901 45,000 

・【明細書】の「特定障害者

特別給付費・実費算定額」

が【実績記録票】の「実費

合計額（円）」と等しい 
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PR42 
▲支給量：基本報酬を算定する場合、実績記録票の「支援レポート共有日」の

年月は「サービス提供年月」と同月または翌月であることが必要です 

 

審査対象 

請求情報 

様式 レコード：項目 

【請求書】 － 

【明細書】 明細：サービス提供年月 

【実績記録票】 基本：支援レポート共有日 

【上限額管理結果票】 － 

 

●警告（重度）となる例 

 
 

 

 

 

  

1 枚中 1 枚目
特定障害者特別給付費

算定日額 日数 給付費請求額 実費算定額

自治体助成分請求額

3 4 7 7 6

6 2

請求額 給付費 3 4 7 7 6

3 86 2決定利用者負担額 3 8

上限額管理後利用者負担額

調整後利用者負担額

減免後利用者負担額

3 8 6 2

A型減免
事業者減免額

上限月額調整(①②の内少ない数) 3 8 6 2

2利用者負担額② 3 8 6

8

１割相当額 3 8 6 2

3 8 6 28総費用額 3 8 6 2

円/単位 円/単位円/単位

9

単位数単価 1 1 . 2 円/単位

3 4 49

日 日

給付単位数 3 4 4

合計
サービス利用日数 5 日　　　　 日

請

求

額

集

計

欄

サービス種類コード 4 7 就労定着支援

91 3 4 41 3 4 4 9就労定着Ⅰ1 4 7 1 1 1

入院日数

給

付

費

明

細

欄

サービス内容 サービスコード 単位数 回数 サービス単位数 摘要

日 利用日数年 月月 日 終了年月日 令和開始年月日 令和 年

日 利用日数 入院日数年 月日 終了年月日 令和年 月

5 入院日数

開始年月日 令和

月 日 利用日数終了年月日 令和 年4 月 1 日

事業所名称

サービス

種別

4 7 開始年月日 令和 3 年

管理結果額管理結果

就労継続支援Ａ型減免対象者 無し

利用者負担上限額
管理事業所

指定事業所番号

利用者負担上限月額　① 9 3 0 0

支 給 決 定 障 害 者 等
受給　太郎

氏 名

支 給 決 定 に 係 る 地域区分

障 害 児 氏 名 就労継続支援Ａ型事業者負担減免措置実施

0 0 0 0 9
事業者及び
その事業所

の名称

受 給 者 証 番 号 9 9 0 0 0

0 1 1 1 1 1

請
求
事
業
者

指定事業所番号 9 9 1 0

A事業所

一級地

無し

助成自治体番号

0 3 年 0 4 月分

介護給付費・訓練等給付費等明細書
（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、療養介護、

生活介護、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助）

市町村番号 9 9 1 1 1 1 令和

（様式２２）

令和　3年　4月分 就労定着支援提供実績記録票

9 9 1 0 0 1 1 1 1 1受給者証
番　　　号

9 9 0 0 0 0 0 0 0 1 支給決定障害者氏名 受給　太郎
事業所番号

事業者及び
その事業所

A事業所

日

付

曜

日

支援実績
利用者

確認欄
備考

算定日数 特別地域加算
定着支援連携

促進加算

1 木 1

2 金 1

3 土 1

4 日 1

5 月 1

初期加算 利用開始日 支援レポート共有日 令和3年3月1日

合計 5日 回 回

・【実績記録票】の「支援レポート共有

日」が【明細書】の「サービス提供

年月」の年月と同月または翌月とな

っていない 
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■原因 

就労定着支援の【実績記録票】の「支援レポート共有日」が、【明

細書】※１における「サービス提供年月」の年月と同月または翌月と

なっていません。 
前ページの例では、【明細書】の「サービス提供年月」（令和３年

４月）が、【実績記録票】の「支援レポート共有日」（令和３年３月

１日）の年月と同月または翌月となっていないため、「警告（重度）」

となります。 
 

■確認の観点 

就労定着支援の提供に当たっては、利用者に対し、当該利用者に

対する支援内容を記載した報告書の提供を１月に１回以上行う必

要があります。支援レポートの提供は原則、就労定着支援を行った

月内に行うことを想定していますが、月末に支援を行った場合等、

月内の提供が困難な場合については、翌月の10日までに提供を行っ

ていれば、算定要件を満たしているものとして差し支えありません

※２。 

市町村は、サービスが提供された日付等についてサービス提供事

業所に確認を行うなどして、請求が妥当かを判断し、それぞれの請

求情報について、「支払」又は「返戻」とします。 

 

 

※１サービス提供年月が

令和３年４月以降のも

のに限ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２「障害福祉サービス留

意事項通知」第二・３・

⑹（就労定着支援サ

ービス費）・②・(二)の

「就労定着支援サービ

ス費の報酬算定につ

いて」を参照。 

 

●正常となる例 

 

請求明細書情報（明細情報） 
サービス提供年月 市町村番号 事業所番号 受給者証番号 

2021.04 991111 9910011111 9999999999 

 
 
就労定着支援提供実績記録票情報（基本情報） 

サービス提供年月 市町村番号 事業所番号 受給者証番号 支援レポート共有日 

2021.04 991111 9910011111 9999999999 2021.04.30 

 

 

 

 

 

 

 

  

・【明細書】の「サービス提供年月」が【実

績記録票】の「支援レポート共有日」

の年月と一致 
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PR46 ▲支給量：自立生活援助サービスの基本報酬が他事業所で算定されています 

 

審査対象 

請求情報 

様式 レコード：項目 

【請求書】 － 

【明細書】 明細 

【実績記録票】 － 

【上限額管理結果票】 － 

●警告（重度）となる例 

  

・同一の受給者に対し、複数の事業所の

【明細書】にて自立生活援助の基本報

酬が同月に算定されている 

１割相当額

利用者負担額②

特定障害者特別給付費
枚目枚中

算定日額 日数 給付費請求額 実費算定額

5

自治体助成分請求額

1 5 7

1 7 4

0

4

1 5 7 0 5

決定利用者負担額 1 7 4 4

上限額管理後利用者負担額

調整後利用者負担額

47 44 1上限月額調整(①②の内少ない数) 1 7 4

1 7 4 4

7 4 4 9

7 4 4

41 7

1

円/単位2 円/単位 円/単位

4 9

給付単位数 1 5 81 5

総費用額 1

単位数単価

合計
日日

自立生活援助

日サービス利用日数 ○ ○ 日

1 1 .

5 8

円/単位

請

求

額

集

計

欄

サービス種類コード 3 5

5

55 5 8 1

給

付

費

明

細

欄

単位数

3 5自立生活援助Ⅰ１ 1 1 1 1 1

日 利用日数

年 月 入院日数日 利用日数開始年月日 令和 年

月

月 日 終了年月日 令和

○ 入院日数

日 終了年月日 令和

1

入院日数

日 終了年月日 令和 月

開始年月日 令和

年 日

年 年 月

年 4 月

1 管理結果額

利用日数 ○

0 0 1 1 1 1 1 管理結果 39

利用者負担上限月額　①

氏 名

受 給 者 証 番 号 9

支 給 決 定 障 害 者 等

支 給 決 定 に 係 る

9 3 0 0 就労継続支援Ａ型減免対象者

9
事業者及び
その事業所

の名称国保 太郎

999 9

無し

9 1

○○事業所

9 9

地域区分 一級地

障 害 児 氏 名 就労継続支援Ａ型事業者負担減免措置実施 無し

請
求
事
業
者

指定事業所番号 9

9 9

9 9

事業所名称 ○○事業所

1 1 令和 5 月分

0 0 1 1 11 1

年 5市町村番号 9 9 1 1

助成自治体番号

サービスコード

1

サービス内容

利用者負担上限額
管理事業所

指定事業所番号

8

00

請求額 給付費

5

介護給付費・訓練等給付費等明細書
（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、療養介護、

生活介護、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助）

A型減免
事業者減免額

減免後利用者負担額

サービス

種別

3 5 開始年月日 令和

回数 サービス単位数 摘要

1 5

１割相当額

利用者負担額②

特定障害者特別給付費
枚目枚中

算定日額 日数 給付費請求額 実費算定額

5

自治体助成分請求額

1 5 7

1 7 4

0

4

1 5 7 0 5

決定利用者負担額 1 7 4 4

上限額管理後利用者負担額

調整後利用者負担額

47 44 1上限月額調整(①②の内少ない数) 1 7 4

1 7 4 4

7 4 4 9

7 4 4

41 7

1

円/単位2 円/単位 円/単位

4 9

給付単位数 1 5 81 5

総費用額 1

単位数単価

合計
日日

自立生活援助

日サービス利用日数 ○ ○ 日

1 1 .

5 8

円/単位

請

求

額

集

計

欄

サービス種類コード 3 5

5

55 5 8 1

給

付

費

明

細

欄

単位数

3 5自立生活援助Ⅰ１ 1 1 1 1 1

日 利用日数

年 月 入院日数日 利用日数開始年月日 令和 年

月

月 日 終了年月日 令和

○ 入院日数

日 終了年月日 令和

1

入院日数

日 終了年月日 令和 月

開始年月日 令和

年 日

年 年 月

年 4 月

1 管理結果額

利用日数 ○

0 0 1 1 1 1 1 管理結果 39

利用者負担上限月額　①

氏 名

受 給 者 証 番 号 9

支 給 決 定 障 害 者 等

支 給 決 定 に 係 る

9 3 0 0 就労継続支援Ａ型減免対象者

9
事業者及び
その事業所

の名称国保 太郎

999 9

無し

9 1

××事業所

9 9

地域区分 一級地

障 害 児 氏 名 就労継続支援Ａ型事業者負担減免措置実施 無し

請
求
事
業
者

指定事業所番号 9

9 9

9 9

事業所名称 ○○事業所

1 1 令和 5 月分

0 0 2 2 22 2

年 5市町村番号 9 9 1 1

助成自治体番号

サービスコード

1

サービス内容

利用者負担上限額
管理事業所

指定事業所番号

8

00

請求額 給付費

5

介護給付費・訓練等給付費等明細書
（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、療養介護、

生活介護、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助）

A型減免
事業者減免額

減免後利用者負担額

サービス

種別

3 5 開始年月日 令和

回数 サービス単位数 摘要

1 5
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■原因 

同一の受給者に対し、複数の事業所の【明細書】※１にて、自立生

活援助の基本報酬が同月に算定されています。 
前ページの例では、令和５年５月に、○○事業所の【明細書】に

おいて自立生活援助の基本報酬が算定されている場合に、××事業

所でも同一の受給者の【明細書】にて、自立生活援助の基本報酬を

算定しているため、「警告（重度）」となります。 
 

■確認の観点 

市町村等は、当月の提供実績についてサービス提供事業所に確認

を行うなどして、請求が妥当かを判断し、請求情報を「支払」又は

「返戻」とします。 

 

■PR46に類似するエラーコード一覧 
エラーコード エラーメッセージ 

PR47 ▲支給量：就労定着支援サービスの基本報酬が他事業所で算定されていま

す 

PR48 ▲支給量：地域移行支援サービスの基本報酬が他事業所で算定されていま

す 

PR49 ▲支給量：地域定着支援サービスの基本報酬が他事業所で算定されていま

す 
 

 

 

※１サービス提供年月が

令和５年５月以降のも

のに限ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●正常となる例 

介護給付費等明細書情報（明細情報）  

サービス提供年月 市町村番号 事業所番号 受給者証番号 サービスコード 回数 

2023.05 991111 9911111111 9999999999 351111 1 

 

 

 

 

 

 

  

・同一の受給者に対し、複数の事業所の【明

細書】にて自立生活援助の基本報酬が同月

に算定されていないこと 
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EF 

EG 

EH 

EL 

PA 

PB 

PC 

PJ 

PK 

PP 

PQ 

PS 

PT 

PU 

PR 

PW 

EE 
エラーコード メッセージ 

PR61 
▲支給量：上限額管理事業所から利用者負担上限額管理加算が算定されてい

ますが、上限額管理結果票に関係事業所の記載がありません 

 

審査対象 

請求情報 

様式 レコード：項目 

【請求書】 － 

【明細書】 基本：事業所番号、明細：サービスコード 

【実績記録票】 － 

【上限額管理結果票】 明細：事業所番号 

 

●警告（重度）となる例 

  介護給付費・訓練等給付費等明細書
（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、療養介護、

生活介護、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助）

A型減免
事業者減免額

減免後利用者負担額

サービス

種別

2 2 開始年月日 令和

回数 サービス単位数 摘要

○ ○ ○

00

請求額 給付費

○○○○○○○○

○○○○○○○○

生介上限額管理加算

5

○

○

0

市町村番号 9 9 1 1

助成自治体番号

サービスコード

1

サービス内容

利用者負担上限額
管理事業所

指定事業所番号 9 9

事業所名称 ○○事業所

1 1 令和 5 月分

0 0 1 1 11 1

年 5

9 1

○○事業所

9 9

地域区分 一級地

障 害 児 氏 名 就労継続支援Ａ型事業者負担減免措置実施 無し

請
求
事
業
者

指定事業所番号 9

9 9

39

利用者負担上限月額　①

氏 名

受 給 者 証 番 号 9

支 給 決 定 障 害 者 等

支 給 決 定 に 係 る

9 3 0 0 就労継続支援Ａ型減免対象者

9
事業者及び
その事業所

の名称国保 太郎

999 9

無し

1 管理結果額

利用日数 ○

0 0 1 1 1 1 1 管理結果

開始年月日 令和

年 日

年 年 月

年 4 月 ○ 入院日数

日 終了年月日 令和

1

入院日数

日 終了年月日 令和 月

開始年月日 令和 年

月

月 日 終了年月日 令和

日 利用日数

年 月 入院日数日 利用日数

給

付

費

明

細

欄

単位数

○ ○○○○○○○ ○ ○ ○ ○

○ ○○ ○ ○○ ○ ○

○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○○○

○ ○

2 2 0 1 1 5

○○

5 05 0 1 1

請

求

額

集

計

欄

サービス種類コード ○ ○

○

○ ○ ○

○ ○

円/単位

○○○○

日サービス利用日数 ○ ○ 日
合計

日日

○ ○

給付単位数 ○ ○ ○○ ○

総費用額 ○ ○

単位数単価 円/単位○ 円/単位 円/単位

○

○

○ ○ ○

○

○

○ ○

○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

上限月額調整(①②の内少ない数) 9 3 0 0 9 03 0

上限額管理後利用者負担額 9 3 0

調整後利用者負担額

0 0

決定利用者負担額 9 3 0 0

9 3 0

0

○ ○ ○ ○ ○

9 3 0

○ ○

自治体助成分請求額

○ ○ ○

算定日額 日数 給付費請求額 実費算定額

枚目枚中

１割相当額

利用者負担額②

特定障害者特別給付費

1　管理事業所で利用者負担額を充当したため、他事業所の利用者負担は発生しない。

2　利用者負担額の合算額が、負担上限月額以下のため、調整事務は行わない。

3　利用者負担額の合算額が、負担上限月額を超過するため、下記のとおり調整した。

利用者負担上限額管理結果票

2

支 給 決 定 障 害 者 等
国保 太郎

氏 名

支 給 決 定 に 係 る

9 3

障 害 児 氏 名

9910011111

項番 1

事業所番号

利用者負担上限額管理結果 1

受 給 者 証 番 号 9 9 9 9

0 0利用者負担上限月額

事業所名称 ○○事業所

利用者負担額

9 3 0 0

○ ○ ○ ○ ○

市町村番号

9 3 0

1 1

管
理

事
業
者

9 9

事業所及び

その事業所
の名称

10 1 1指定事業所番号 9 9

9

令和

0

○○事業所

9

5 月分5 年

1 11

9 9

1 19 9

管理結果後利用者負担額

利

用

者

負

担

額

集

計

・

調

整

欄

利用者負担額

総費用額 ○

事業所名称

総費用額

利

用

者

負

担

額

集

計

・

調

整

欄

項番

事業所番号

管理結果後利用者負担額

0

合計

上記内容について確認しました。

令和 年 月 日
支給決定障害者等氏名

・【上限額管理結果票】に上限額管理事業所

以外の事業所（関係事業所）が存在しない 
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■原因 

上限額管理事業所の【明細書】※１において利用者負担上限額管理

加算が算定されている場合に、【上限額管理結果票】の上限額管理

事業所番号に上限額管理事業所以外の事業所番号が存在しません。 
前ページの例では、【上限額管理結果票】に上限額管理事業所（○

○事業所）以外の事業所番号が存在しないため、「警告（重度）」と

なります。 
 

■確認の観点 

市町村等は、当月の上限額管理についてサービス提供事業所（上

限額管理事業所）に確認を行うなどして、請求が妥当かを判断し、

請求情報を「支払」又は「返戻」とします。 

 

※１サービス提供年月が

令和５年５月以降のも

のに限ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●正常となる例 

請求明細書情報（基本情報） 

サービス提供年月 市町村番号 事業所番号 受給者証番号 
上限額管理事業所・ 

管理結果 
・・・ 

2024.04 991111 9911111111 9999999999 1 ・・・ 

 

請求明細書情報（明細情報） 
サービス提供年月 市町村番号 事業所番号 受給者証番号 サービスコード ・・・ 

2024.04 991111 9911111111 9999999999 225010 ・・・ 

 

利用者負担上限額管理結果票情報（基本情報）  

サービス提供年月 市町村番号 
上限額管理 

事業所番号 
受給者証番号 

利用者負担 

上限月額 

利用者負担上限額 

管理結果 
… 

2024.04 991111 9911111111 9999999999 9,300 1 … 

 
利用者負担上限額管理結果票情報（明細情報）    

サービス 

提供年月 
市町村番号 受給者証番号 

上限額管理 

事業所番号 
事業所番号 

利用者負担額集計・調整欄 

… 
総費用額 利用者負担額 

管理結果後 

利用者負担額 

2024.04 991111 9999999999 9911111111 9911111111 114,780 9,300 9,300 … 

2024.04 991111 9999999999 9911111111 9922222222 0 0 0 … 

 
・【上限額管理結果票】に上限額管理事業所

以外の事業所（関係事業所）が存在する 
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EL 

PA 

PB 

PC 

PJ 
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エラーコード メッセージ 

PS85 
▲受付：実績記録票の「サービス提供の状況」が「入院」及び「外泊」 

の場合に、地域移行加算が算定されています 

 

審査対象 

請求情報 

様式 レコード：項目 

【請求書】 － 

【明細書】 － 

【実績記録票】 明細：日付、明細：地域移行加算 

【上限額管理結果票】 － 

●警告（重度）となる例 

  

・地域移行加算を行った日付のサービス

提供の状況が「入院」「外泊」「入院→

外泊」「外泊→入院」のいずれかである 

施設入所支援提供実績記録票情報（明細情報） 

サービス提供年月 市町村番号 事業所番号 受給者証番号 様式種別番号 日付 
地域移行

加算 

サービス提供の

状況 
 

2018.04 991111 9911111111 9999999999 0901 16 1 3:外泊  
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■原因 

施設入所支援、宿泊型自立訓練、障害児入所支援の【実績記録票】

※１のある日の状況が、①地域移行加算を行っており、②１日又は月

末以外であり、③サービス提供の状況が「入院」「外泊」「入院→外

泊」「外泊→入院」の４つのいずれかであり、④前日又は翌日のサ

ービス提供の状況が、上記に加え「入院→共同生活住居に戻る→外

泊」「外泊→共同生活住居に戻る→入院」以外となっています。 
前ページの例では、○○事業所の施設入所支援の【実績記録票】

において、2018年４月16日に、外泊中に地域移行加算が行われてい

るため、「警告（重度）」となります。 
 

■確認の観点 

地域移行加算は、①退所後の生活について相談援助を行い、かつ、

退所後の居宅を訪問し相談援助及び連絡調整を行った場合、②退所

後30日以内に居宅を訪問し相談援助を行った場合に、それぞれ入所

中２回、退所後１回を限度に算定できるものです※２。 

よって、利用者の入院・外泊期間中に「地域移行加算」を算定す

ることは一般的には考えられません。 

そこで市町村等は、当日の「サービス提供の状況」等についてサ

ービス提供事業所に確認を行うなどして、請求が妥当かを判断し、

請求情報を「支払」又は「返戻」とします。 

 

 

※１サービス提供年月が

平成31年４月以降の

ものに限ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２「障害福祉サービス留

意事項通知」第二・２・

⑼（施設入所支援サ

ービス費）、第二・３・

⑵（生活訓練サービス

費）、「障害児支援留

意事項通知」第三・(1)

（福祉型障害児入所

施設給付費）等の「地

域移行加算の取扱い

について」を参照。 

 

●正常となる例 

施設入所支援提供実績記録票情報（明細情報）   

サービス提供年月 市町村番号 事業所番号 受給者証番号 様式種別番号 日付 
地域移行

加算 

サービス提供の

状況 

2018.04 991111 9911111111 9999999999 0901 16 1 － 

 
 

 

  

・地域移行加算を行った日付のサービス提供の状況

が「入院」「外泊」「入院→外泊」「外泊→入院」の

いずれでもない 
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エラーコード メッセージ 

PS86 
▲受付：実績記録票の「サービス提供の状況」が「入院」及び「外泊」 

の場合に、実費算定の「夕食」が算定されています 

 

審査対象 

請求情報 

様式 レコード：項目 

【請求書】 － 

【明細書】 － 

【実績記録票】 明細：日付、明細：サービス提供の状況 

【上限額管理結果票】 － 

 

●警告（重度）となる例 

  

・夕食の提供を行った日付のサービス提

供の状況が「入院」「外泊」「入院→外

泊」「外泊→入院」のいずれかである 

施設入所支援提供実績記録票情報（明細情報） 

サービス提供

年月 
市町村番号 事業所番号 受給者証番号 様式種別番号 日付 

入院・外泊

時加算 

サービス提供の

状況 

実費算定・

夕食 
 

2018.04 991111 9911111111 9999999999 0901 16 － 2：入院 1  
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■原因 

施設入所支援、障害児入所支援の【実績記録票】※１のある日の状

況が、①実費算定「夕食」が提供されており、②入院・外泊時加算

が算定されておらず、③１日又は月末以外であり、④サービス提供

の状況が「入院」「外泊」「入院→外泊」「外泊→入院」の４つのい

ずれかであり、⑤前日又は翌日のサービス提供の状況が、上記に加

え「入院→共同生活住居に戻る→外泊」「外泊→共同生活住居に戻

る→入院」のいずれかとなっています。 
前ページの例では、○○事業所の施設入所支援の【実績記録票】

において、2018年４月16日に、入院中に夕食が提供されているため、

「警告（重度）」となります。 
 

■確認の観点 

入院・外泊時の食費（朝食・昼食及び夕食）については、提供の

有無に応じて徴収することが可能です※２。一般的には入院・外泊期

間中の夕食の実費算定はありませんが、一度施設に戻って食事の提

供を受けたこと等も考えられます。 

市町村等は、これらを踏まえ、サービス提供事業所に当日の状況

の確認を行うなどして、請求が妥当かを判断し、請求情報を「支払」

又は「返戻」とします。 

 

※１サービス提供年月が

平成30年４月以降の

ものに限ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２入院・外泊の初日及

び入院・外泊から施

設に戻った日の実費

算定に対しては、「警

告」は発生しません。 

 

●正常となる例 

施設入所支援提供実績記録票情報（明細情報） 
サービス提供

年月 
市町村番号 事業所番号 受給者証番号 様式種別番号 日付 

入院・外泊

時加算 

サービス提供の

状況 

実費算定・

夕食 

2018.04 991111 9911111111 9999999999 0901 14 － － 1 

2018.04 991111 9911111111 9999999999 0901 15 － 2：入院 － 

2018.04 991111 9911111111 9999999999 0901 16 － 2:入院 － 

2018.04 991111 9911111111 9999999999 0901 17 － 2：入院 1 

2018.04 991111 9911111111 9999999999 0901 18 － － 1 

 

 

  ・夕食の提供を行った日付のサービス提供の状況が

「入院」「外泊」「入院→外泊」「外泊→入院」のい

ずれでもない 
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PS87 
▲受付：実績記録票の「サービス提供の状況」が「入院」及び「外泊」 

の場合に、実費算定の「光熱水費」が算定されています 

 

審査対象 

請求情報 

様式 レコード：項目 

【請求書】 － 

【明細書】 － 

【実績記録票】 明細：日付、明細：サービス提供の状況 

【上限額管理結果票】 － 

 

●警告（重度）となる例 

  

・光熱水費を徴収した日付のサービス提

供の状況が「入院」「外泊」「入院→外

泊」「外泊→入院」のいずれかである 

施設入所支援提供実績記録票情報（明細情報） 

サービス提供

年月 
市町村番号 事業所番号 受給者証番号 様式種別番号 日付 

入院・外泊

時加算 

サービス提供の

状況 

実費算定・

光熱水費 
 

2018.04 991111 9911111111 9999999999 0901 16 － 2：入院 1  
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■原因 

施設入所支援、障害児入所支援の【実績記録票】※１のある日の状

況が、①実費算定「光熱水費」を徴収しており、②入院・外泊時加

算が算定されておらず、③１日又は月末以外であり、④サービス提

供の状況が「入院」「外泊」「入院→外泊」「外泊→入院」の４つの

いずれかであり、⑤前日又は翌日のサービス提供の状況が、上記に

加え「入院→共同生活住居に戻る→外泊」「外泊→共同生活住居に

戻る→入院」のいずれかとなっています。 
前ページの例では、○○事業所の施設入所支援の【実績記録票】

において、2018年４月16日に、入院中に光熱水費を徴収しているた

め、「警告（重度）」となります。 
 

■確認の観点 

この「警告（重度）」の理由は、上記の通り、施設入所支援や障

害児入所支援の【実績記録票】において、入院・外泊中に光熱水費

を徴収しているために発生しています。 

入院・外泊時の光熱水費については、提供の有無に応じて徴収す

ることが可能です※２。一般的には入院・外泊期間中の光熱水費の実

費算定はありませんが、一度施設に戻って居室を利用したこと等も

考えられます。 

市町村等は、これらを踏まえ、サービス提供事業所に当日の状況

の確認を行うなどして、請求が妥当かを判断し、請求情報を「支払」

又は「返戻」とします。 

 

※１サービス提供年月が

平成30年４月以降の

ものに限ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２入院・外泊の初日及

び入院・外泊から施設

に戻った日の光熱水

費算定に対しては、

「警告」は発生しませ

ん。 

 

●正常となる例 

施設入所支援提供実績記録票情報（明細情報） 
サービス提供

年月 
市町村番号 事業所番号 受給者証番号 様式種別番号 日付 

入院・外泊

時加算 

サービス提供の

状況 

実費算定・

光熱水費 

2018.04 991111 9911111111 9999999999 0901 14 － － 1 

2018.04 991111 9911111111 9999999999 0901 15 － 2：入院 1 

2018.04 991111 9911111111 9999999999 0901 16 － 2：入院 － 

2018.04 991111 9911111111 9999999999 0901 17 － 2：入院 1 

2018.04 991111 9911111111 9999999999 0901 18 － － 1 

 

 

 ・光熱水費を徴収した日付のサービス提供の状況が

「入院」「外泊」「入院→外泊」「外泊→入院」のい

ずれでもない 
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PT39 
▲受付：実績記録票の「サービス提供の状況」が「入院」及び「外泊」 

の場合に、自活訓練加算が算定されています 

 

審査対象 

請求情報 

様式 レコード：項目 

【請求書】 － 

【明細書】 － 

【実績記録票】 明細：日付、明細：自活訓練加算 

【上限額管理結果票】 － 

 

●警告（重度）となる例 

 
  

障害児入所支援提供実績記録票情報（明細情報） 

サービス提供年月 都道府県等番号 事業所番号 受給者証番号 様式種別番号 日付 
自活訓練

加算 

サービス提供の

状況 
 

2018.04 991111 9951111111 9999999999 0101 16 1 3：外泊  

 

・自活訓練加算を算定した日付のサービ

ス提供の状況が「入院」「外泊」「入院

→外泊」「外泊→入院」のいずれかであ

る 
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■原因 

障害児入所支援の【実績記録票】※１において、①自活訓練加算を

算定しており、②１日又は月末以外であり、③サービス提供の状況

が「入院」「外泊」「入院→外泊」「外泊→入院」であり、④前日又

は翌日のサービス提供の状況が、上記に加え「入院→共同生活住居

に戻る→外泊」「外泊→共同生活住居に戻る→入院」以外となって

います。 
前ページの例では、○○事業所の障害児入所支援の【実績記録票】

において、平成30年４月16日に、入院中に自活訓練加算の算定が行

われているため、「警告（重度）」となります。 
 

■確認の観点 

自活訓練加算は、６月間程度の個別訓練を行うことにより地域社

会で自活することが可能であると都道府県が認めた障害児に対し

て、自活に必要な訓練（自活訓練）を行った場合に、障害児１人に

つき180日間を限度として算定するものです※２。 
自活訓練とは、同一敷地内の建物※３もしくは隣接する借家等の居

室※３において、障害児に対し、地域での自立生活に必要な基本的生

活の知識・技術を一定期間集中して個別指導を行うものです※４。 
よって、一般的には入院・外泊期間中に自活訓練が行われること

はないものと考えられます。 
都道府県は、「サービス提供の状況」等についてサービス提供事

業所に確認を行うなどして、請求が妥当かを判断し、請求情報を「支

払」又は「返戻」とします。 

 

※１サービス提供年月が

平成30年４月以降の

ものに限ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２「障害児入所報酬告

示」第１・３、第２・２を

参照。 

 

※３「厚生労働大臣が定

める施設基準」（平成

24年厚生労働省告示

第 269 号 ） 十 六 を 参

照。 

 

※４「障害児支援留意事

項通知」第三・(1)（福

祉型障害児入所施設

給付費）等の「自活訓

練加算の取扱い」を参

照。 

 

●正常となる例 

障害児入所支援提供実績記録票情報（明細情報）   

サービス提供年月 都道府県等番号 事業所番号 受給者証番号 様式種別番号 日付 
自活訓練

加算 

サービス提供の

状況 

2018.04 991111 9951111111 9999999999 0101 16 1 － 

 

 

  
・自活訓練加算を算定した日付のサービス提供の状

況が「入院」「外泊」「入院→外泊」「外泊→入院」

のいずれでもない 
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PT53 
▲受付：実績記録票の「サービス提供の状況」が「入院」及び「外泊」 

の場合に、実費算定の「朝食」が算定されています 

 

審査対象 

請求情報 

様式 レコード：項目 

【請求書】 － 

【明細書】 － 

【実績記録票】 明細：日付、明細：実費算定・朝食 

【上限額管理結果票】 － 

 

●警告（重度）となる例 

  

施設入所支援提供実績記録票情報（明細情報） 

サービス提供

年月 
市町村番号 事業所番号 受給者証番号 様式種別番号 日付 

入院・外泊

時加算 

サービス提供の

状況 

実費算定・

朝食 
 

2018.04 991111 9911111111 9999999999 0901 16 － 2 1  

 

・朝食の提供を行った日付のサービス提

供の状況が「入院」「外泊」「入院→外

泊」「外泊→入院」のいずれかである 
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■原因 

施設入所支援、障害児入所支援の【実績記録票】※１において、①

実費算定「朝食」が提供されており、②入院・外泊時加算が算定さ

れておらず、③１日又は月末以外であり、④サービス提供の状況が

「入院」「外泊」「入院→外泊」「外泊→入院」であり、⑤前日又は

翌日のサービス提供の状況が、上記に加え「入院→共同生活住居に

戻る→外泊」「外泊→共同生活住居に戻る→入院」となっています。 
前ページの例では、○○事業所の施設入所支援の【実績記録票】

において、平成30年４月16日に、入院中に朝食が提供されているた

め、「警告（重度）」となります。 
 

■確認の観点 

入院・外泊時の食費（朝食・昼食及び夕食）については、提供の

有無に応じて徴収することが可能です※２。一般的には入院・外泊期

間中の朝食の実費算定はありませんが、一度施設に戻って食事の提

供を受けたこと等も考えられます。 

市町村等は、これらを踏まえ、サービス提供事業所に当日の状況

の確認を行うなどして、請求が妥当かを判断し、請求情報を「支払」

又は「返戻」とします。 

 

※１サービス提供年月が

平成30年４月以降の

ものに限ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２入院・外泊の初日及

び入院・外泊から施設

に戻った日の実費算

定に対しては、「警告」

は発生しません。 

 

●正常となる例 

施設入所支援提供実績記録票情報（明細情報） 
サービス提供

年月 
市町村番号 事業所番号 受給者証番号 様式種別番号 日付 

入院・外泊

時加算 

サービス提供の

状況 

実費算定・

朝食 

2018.04 991111 9911111111 9999999999 0901 14 － － 1 

2018.04 991111 9911111111 9999999999 0901 15 － 2 1 

2018.04 991111 9911111111 9999999999 0901 16 1 2 － 

2018.04 991111 9911111111 9999999999 0901 17 － 2 － 

2018.04 991111 9911111111 9999999999 0901 18 － － 1 

 

 

  ・朝食の提供を行った日付のサービス提供の状況が

「入院」「外泊」「入院→外泊」「外泊→入院」のい

ずれでもない 
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PT54 
▲受付：実績記録票の「サービス提供の状況」が「入院」及び「外泊」 

の場合に、実費算定の「昼食」が算定されています 

 

審査対象 

請求情報 

様式 レコード：項目 

【請求書】 － 

【明細書】 － 

【実績記録票】 明細：日付、明細：実費算定・昼食 

【上限額管理結果票】 － 

 

●警告（重度）となる例 

 

・昼食の提供を行った日付のサービス提

供の状況が「入院」「外泊」「入院→外

泊」「外泊→入院」のいずれかである 

施設入所支援提供実績記録票情報（明細情報） 

サービス提供

年月 
市町村番号 事業所番号 受給者証番号 様式種別番号 日付 

入院・外泊

時加算 

サービス提供の

状況 

実費算定・

昼食 
 

2018.04 991111 9911111111 9999999999 0901 16 － 2 1  
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■原因 

施設入所支援、障害児入所支援の【実績記録票】※１において、①

実費算定「昼食」が提供されており、②入院・外泊時加算が算定さ

れておらず、③１日又は月末以外であり、④サービス提供の状況が

「入院」「外泊」「入院→外泊」「外泊→入院」であり、⑤前日又は

翌日のサービス提供の状況が、上記に加え「入院→共同生活住居に

戻る→外泊」「外泊→共同生活住居に戻る→入院」となっています。 
前ページの例では、○○事業所の施設入所支援の【実績記録票】

において、平成30年４月16日に、入院中に昼食が提供されているた

め、「警告（重度）」となります。 
 

■確認の観点 

入院・外泊時の食費（朝食・昼食及び夕食）については、提供の

有無に応じて徴収することが可能です※２。よって一般的には入院・

外泊期間中の昼食の実費算定はありませんが、一度施設に戻って食

事の提供を受けたこと等も考えられます。 

市町村等は、これらを踏まえ、サービス提供事業所に当日の状況

の確認を行うなどして、請求が妥当かを判断し、請求情報を「支払」

又は「返戻」とします。 

 

※１サービス提供年月が

平成30年４月以降の

ものに限ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２入院・外泊の初日及

び入院・外泊から施設

に戻った日の実費算

定に対しては、「警告」

は発生しません。 

 

●正常となる例 

施設入所支援提供実績記録票情報（明細情報） 
サービス提供

年月 
市町村番号 事業所番号 受給者証番号 様式種別番号 日付 

入院・外泊

時加算 

サービス提供の

状況 

実費算定・

昼食 

2018.04 991111 9911111111 9999999999 0901 14 － － 1 

2018.04 991111 9911111111 9999999999 0901 15 － 2 － 

2018.04 991111 9911111111 9999999999 0901 16 1 2 － 

2018.04 991111 9911111111 9999999999 0901 17 － 2 － 

2018.04 991111 9911111111 9999999999 0901 18 － － 1 

 

  

・昼食の提供を行った日付のサービス提供の状況が

「入院」「外泊」「入院→外泊」「外泊→入院」のい

ずれでもない 
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エラーコード メッセージ 

PU35 
▲受付：実績記録票の「サービス提供の状況」が「入院」及び「外泊」の場

合に、自立生活支援加算（Ⅱ）が算定されています 

 

審査対象 

請求情報 

様式 レコード：項目 

【請求書】 － 

【明細書】 － 

【実績記録票】 明細：日付、明細：サービス提供の状況 

【上限額管理結果票】 － 

 

●警告（重度）となる例 

  
令和　6年　4月分 共同生活援助サービス提供実績記録票

9 9 2 1 1 1 1 1 1 1

移行支援住居 入居日

集中的支援加算 支援開始日

○回 ○回

退居日

自立生活支援加算（Ⅱ） 退居後算定日

合計 ○日 ○回 ○回 ○回 ○回 ○回 ○回

○30 火 ○

○29 月 ○

28 日 ○ ○

27 土 ○○ ○

26 金 ○○

25 木 ○○

24 水 ○○ ○

23 火 ○○

22 月 ○○

21 日 ○○

20 土 ○○ ○

19 金 ○○

18 木 ○○

○17 水 ○

116 火 外泊

15 月

14 日

13 土

12 金

11 木

10 水

9 火

8 月

7 日

6 土 ○○

5 金 ○○

4 木 ○○ ○

3 水 ○○

2 火 ○

医療連携

体制加算

自立生活

支援加算

（Ⅰ）

自立生活

支援加算

（Ⅱ）

集中的支援

加算

1 月 ○

住居外利

用

退居後

支援

夜間支援等

体制加算

入院時支援

特別加算

帰宅時支援

加算

日中支援

加算

受給　太郎
事業所番号

事業者及び

その事業所
○○事業所

日

付

曜

日

支援実績

利用者

確認欄
備考サービス提供の

状況

9 9 9 9 9 支給決定障害者氏名
受給者証

番　　　号
9 9 9 9 9

・自立生活支援加算を算定した日付のサ

ービス提供の状況が「入院」「外泊」「入

院→外泊」「外泊→入院」のいずれかで

ある 

共同生活援助サービス提供実績記録票情報（明細情報） 

サービス提供年月 市町村番号 事業所番号 受給者証番号 様式種別番号 日付 
サービス提供の

状況 

自立生活

支援加算

（Ⅱ） 

 

2024.04 991111 9921111111 9999999999 1801 16 2 1  
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■原因 

共同生活援助の【実績記録票】※１において、①自立生活支援加算

（Ⅱ）を算定しており、②１日又は月末以外であり、③サービス提

供の状況が「入院」「外泊」「入院→外泊」「外泊→入院」であり、

④前日又は翌日のサービス提供の状況が、上記に加え「入院→共同

生活住居に戻る→外泊」「外泊→共同生活住居に戻る→入院」以外

となっています。 
前ページの例では、○○事業所の共同生活援助の【実績記録票】

において、令和６年４月16日に、入院中に自立生活支援加算（Ⅱ）

が算定されているため、「警告（重度）」となります。 
 

■確認の観点 

自立生活支援加算（Ⅱ）は、①退居後の生活について相談援助を

行いかつ退居後の居宅を訪問し相談援助及び連絡調整を行った場

合、②退居後30日以内に居宅を訪問し相談援助を行った場合に、そ

れぞれ入居中２回、退居後１回を限度に算定できるものです※２。 

よって、一般的には入院・外泊期間中に「自立生活支援加算（Ⅱ）」

を算定することはないものと考えられます。 

市町村は、「サービス提供の状況」等についてサービス提供事業

所に確認を行うなどして、請求が妥当かを判断し、請求情報を「支

払」又は「返戻」とします。 

 

※１サービス提供年月が

平成30年４月以降の

ものに限ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２「障害福祉サービス留

意事項通知」第二・３・

(8)（共同生活援助）の

「自立生活支援加算

の取扱いについて」を

参照。 

 

●正常となる例 

共同生活援助サービス提供実績記録票情報（明細情報） 

サービス提供年月 市町村番号 事業所番号 受給者証番号 様式種別番号 日付 

サービス提供の

状況 

自立生活

支援加算 

（Ⅱ） 

2024.04 991111 9921111111 9999999999 1801 16 － 1 

 

 

 

  

・自立生活支援加算（Ⅱ）を算定した日付のサービ

ス提供の状況が「入院」「外泊」「入院→外泊」「外

泊→入院」のいずれでもない 
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▲受付：サービス提供の間隔が２時間未満の場合、「提供通番」は同一番号

の設定が必要です 

  

審査対象 

請求情報 

様式 レコード：項目 

【請求書】 － 

【明細書】 － 

【実績記録票】 明細：提供通番 

【上限額管理結果票】 － 

 

●警告（重度）となる例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

居宅介護サービス提供実績記録票情報（明細情報） 
提供

通番 
日 

サービス

提供回数 
サービス内容 運転 資格 提供時間 

算定

時間 

派遣

人数 

1 03  111000  11 05:00～07:00 2 1 

2 03  111000  11 08:30～10:00 1.5 1 

 

 

  ・提供時間の間隔が２時間未

満のサービスに対する「提

供通番」が異なる 
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■原因 

サービス提供の間隔が２時間未満の場合において、【実績記録票】

※１の「提供通番※２」が異なります。 
居宅介護、同行援護又は共同生活援助（受託居宅介護サービス費）

を１日に複数回算定する場合にあっては、概ね２時間以上の間隔を

空けなければならないものとされています※３。この場合、【実績記録

票】の「提供通番」は同一に設定します。 
ただし、利用者の身体の状況等により、短時間の間隔で短時間の

滞在により複数回の訪問を行わなければならない場合や、別事業所

の提供する居宅介護との間隔が２時間未満である場合等は、間隔が

２時間未満であっても連続しない別のサービスとみなされること

があります（「提供通番」は異なるものを設定※４）。よって、市町村

の確認が必要と考えられます。 
なお、居宅介護のサービス内容が通勤等乗降介助の場合において

は、時間により単位数が変動する報酬ではないことから、チェック

対象外としています。 
 
■確認の観点 

市町村は、居宅介護等が１日に複数回提供された状況についてサ

ービス提供事業所に確認を行うなどして、請求が妥当かを判断し、

請求情報を「支払」又は「返戻」とします。 

 

※１サービス提供年月が

平成30年４月以降の

ものに限ります。 

※２提供通番については、

92ページを参照してく

ださい。 

※３「障害福祉サービス留

意事項通知」第二・２・

⑴（居宅介護サービス

費）③、⑶（同行援護

サービス費）⑦、第二・

３・⑻（共同生活援助

サービス費、日中サー

ビス支援型共同生活

援助サービス費及び

外部サービス利用型

共同生活援助サービ

ス費）④・㈣を参照。 

※４「インタフェース仕様書

（サービス事業所編）」

（19）サービス提供実

績記録票設定例を参

照。 

●正常となる例 

実際のサービス提供時間 

7:00～8:30は空き時間 

 

居宅介護サービス提供実績記録票情報（明細情報） 
提供

通番 
日 

サービス

提供回数 
サービス内容 運転 資格 提供時間 

算定

時間 

派遣

人数 

1 03  111000  11 05:00～07:00  1 

1 03  111000  11 08:30～10:00 3.5 1 

 

   
・5:00から10:00までが連続した１回のサービス提供であるため、「提供通番」には同一番号を設定 

・算定時間は最終行にまとめて合計時間を設定 

・空き時間は設定しない 
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▲受付：「算定時間数」が「開始時間」と「終了時間」から算出した時間数

を超過し、かつ最小算定時間を満たしていない明細が存在しています 

 

審査対象 

請求情報 

様式 レコード：項目 

【請求書】 － 

【明細書】 － 

【実績記録票】 明細：算定時間数 

【上限額管理結果票】 － 

●警告（重度）となる例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

居宅介護サービス提供実績記録票情報（明細情報） 
サービス

提供年月 

提供 

通番 
日付 開始時間 終了時間 算定時間数 

2018.07 1 04 10:00 10:09 ― 

2018.07 1 04 11:50 12:00 1.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・「算定時間数」が、「開始

時間」と「終了時間」か

ら算出した時間数を超過

し、かつ最小算定時間を

満たしていない 
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■原因 

【実績記録票】※1の同じ「提供通番※２」に、「算定時間数」が「開

始時間」と「終了時間」から算出した時間数を超過し、かつ最小算

定時間を満たしていない明細が存在しています。 
前ページの例では、「算定時間数」（1時間）が、「開始時間」と「終

了時間」から算出した時間数（19分）を超過し、かつ最小算定時間

（20分）を満たしていないため、「警告（重度）」となります。 
 
■確認の観点 

居宅介護等※３及び同行援護では、サービス提供時間に応じた報酬

が設定されていますが、実際の算定時間を最も近い区分に繰り上げ

て請求を行うケースがあります。このうち「算定時間数」が最小算

定時間に達していないものは、「警告（重度）」として市町村による

二次審査において特に確認が必要となります。 
最小算定時間数はサービスの種類及び従業者の資格により異な

ります（下表に一部を例示※４）。 
資格 サービス 最小算定時間※５ 

居宅介護職員

初任者研修修

了者等 

居宅介護（身体介護中心型） 20分 

居宅介護（家事援助中心型） 20分 

同行援護 20分 

重度訪問介護

従業者養成研

修修了者等 

居宅介護（身体介護中心型） 40分 

居宅介護（家事援助中心型） 20分 

同行援護 20分 

市町村は、サービスが提供された時間帯や「サービス内容」につ

いてサービス提供事業所に確認を行うなどして、請求が妥当かを判

断し、請求情報を「支払」又は「返戻」とします。 
 

※１サービス提供年月が

平成30年４月以降の

ものに限ります。 

※２提供通番については

92ページを参照してく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※３居宅介護の他、重度

訪問介護、同行援護、

行動援護及び外部サ

ービス利用型の共同

生活援助。 

 

 

※４「障害福祉サービス報

酬告示」第３節第１（居

宅 介 護 ） 注 ７ 等 を 参

照。資格については

「指定居宅介護等の

提供に当たる者として

厚生労働大臣が定め

るもの」（平成18年厚

生労働省告示第538

号）を参照。 

※５早朝、夜間、深夜にサ

ービスを提供する場

合はこの限りではあり

ません。「障害福祉サ

ービス留意事項通知」

第二・２・⑴（居宅介護

サービス費）の「居宅

介護の所要時間につ

いて」を参照。 

●正常となる例 

居宅介護サービス提供実績記録票情報（明細情報） 
サービス提供年月 提供通番 日付 開始時間 終了時間 算定時間数 

2018.07 1 04 10:00 10:20 ― 

2018.07 1 04 11:50 12:00 0.5 

 

 

 

 

 
 

・「開始時間」と「終了時間」

から算出した時間数が最

小算定時間を満たす 
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▲受付：食事提供加算が算定されている日に家庭連携加算が算定されていま

す 

 

審査対象 

請求情報 

様式 レコード：項目 

【請求書】 － 

【明細書】 － 

【実績記録票】 明細：食事提供加算、明細：家庭連携加算（算定時間数） 

【上限額管理結果票】 － 

 

●警告（重度）となる例 

   

令和　3年　4月分 児童発達支援提供実績記録票

9 9 5 0 0 1 1 1 1 1

合計

枚中 枚

保育・教育等移行支援加算 移行日 移行後算定日

回 1 回 10 回 回 回

10 土 8:00 10:00 1

19 金 8:00 10:00

8 木 8:00 10:00 1

17 水 8:00 10:00

6 火 8:00 10:00 1

15 月 8:00 10:00

4 日 8:00 10:00 1

1

家庭連携加算9:00～10:00

3 土 8:00 10:00

2 金 1 1

11 木 8:00 10:00

食事提供
加算

事業所内

相談支援

加算

医療連携

体制加算往 復 時間数

日
付

曜
日

サービス提供実績
保護者等
確認欄

備考サービス提供の

状況

開始
時間

終了
時間

送迎加算 家庭連携加算

受給　太郎
（受給　花子）

事業所番号

事業者及び
その事業所

○○事業所
契約支給量 児童発達支援基本決定　２０日／月

0 0 0 0 1
給付決定保護者氏名

(障害児氏名)

受給者証
番　　　号

9 9 0 0 0

・【実績記録票】の食事提供

加算の設定のある日に、家

庭連携加算を設定してお

り、かつ開始時間を設定し

ていない。 
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■原因 

児童発達支援の【実績記録票】※1において、食事提供加算が算定

されている日付に、家庭連携加算（算定時間数）に値が設定されて

おり、かつ開始時間が未設定です。 
前ページの例では、児童発達支援の【実績記録票】で、令和３年

年４月11日において、開始時間が未設定であるため、「警告（重度）」

となります。 
 
■確認の観点 

サービス提供実績記録票情報（明細情報）の食事提供加算、家庭

連携加算（算定時間数）の設定内容を確認してください。 

市町村は、サービスが提供された日付等についてサービス提供事

業所に確認を行うなどして、請求が妥当かを判断し、それぞれの請

求情報について、「支払」又は「返戻」とします。 

 

 

※１サービス提供年月が

令和3年4月以降、令

和6年3月以前のもの

に限ります。 

 

 

 

 

●正常となる例 

児童発達支援提供実績記録票情報（明細情報）   

サービス提供年月 市町村番号 事業所番号 受給者証番号 日付 開始時間 
家庭連携加算 

（算定時間数） 
食事提供加算 

2021.04 991111 9950011111 9999999999 15 - - 1 

2021.04 991111 9950011111 9999999999 16 10:00 1 1  

 

 
 

・【実績記録票】の食事提供加算の設定の

ある日に、家庭連携加算を設定してい

ない。または、家庭連携加算を設定し、

かつ開始時間を設定している。 
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 二次審査結果の取扱い 
 

市町村等は、一次審査結果資料情報を基に二次審査を行い、その

結果を二次審査結果情報として国保連合会へ提出します※１。 
二次審査結果情報とは「二次審査結果票情報」もしくは「二次審

査結果一覧情報」を指し、その作成方法等は以下の通りです。 
⑴一次審査結果通りの場合：二次審査結果票情報（E811／B811） 

市町村等の二次審査の結果、国保連合会の一次審査結果通りの場

合は、二次審査結果票情報（E811／B811）を作成し、国保連合会に

提出します。 
この場合、後述の二次審査結果一覧情報の提出は不要です。 
なお、一次審査結果で「警告」及び「警告（重度）」となった請求

情報は、「正常」と同様に支払処理が行われます。「エラー」は返戻

が確定しており、支払処理は行われません。 
●二次審査結果票情報の作成方法 

市町村等は、「審査年月日」「一次審査結果票情報（基本情報レコ

ード）」の「交換情報識別番号※２」を変更し、「二次審査年月日」を設

定して二次審査結果票情報を作成します（図表4-4）。 
⑵警告等を返戻にする場合：二次審査結果一覧情報（E821／B821） 

市町村等の二次審査の結果、国保連合会の一次審査結果で「正常」

「警告」「警告（重度）」となっている請求情報を「返戻」にする場

合は、二次審査結果一覧情報（E821／B821）を作成し、国保連合会

に提出します。 
この場合、前述の二次審査結果票情報の提出は不要です。 
「返戻」となった請求情報については、支払処理は行われません。

また、一次審査結果で「警告」又は「警告（重度）」となった請求情

報は、「返戻」としない限り「正常」と同様に支払処理が行われます。

なお、「エラー」は返戻が確定※３しており、支払処理は行われません。 
●二次審査結果一覧情報の作成方法 

市町村等は、一次審査を終えた明細書等（図表4-5）の各情報に「二

次審査年月日」「返戻コード」「返戻事由」を設定します（図表4-6）。 
一次審査結果を「返戻」に変更する情報のみ作成します。 
なお、「返戻コード」「返戻事由」は、市町村等がシステムの仕様

の範囲内で任意に設定することが可能です。 

 

 

 

※１あらかじめ国保連合

会と協議した提出の

締切日時を守るように

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２情報の内容を識別す

るための番号をいいま

す。ここでは二次審査

結 果 票 情 報 を 示 す

E811（障害福祉サービ

ス）又は B811（障害児

支援）を設定します。な

お、二次審査結果一

覧 情 報 に お い て は

E821（障害福祉サービ

ス）又は B821（障害児

支援）を設定します。 

 

 

 

 

※３一次審査で「エラー」と

したものを「正常」とす

ることはできません。 

 「正常」「警告」「警告

（重度）」を「返戻」とす

ることは可能です。 
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●図表4-4 二次審査結果票情報の作成例 

⑴障害福祉サービス 

一次審査結果票情報（基本情報） 

交換情報 

識別番号 

レコード 

種別コード 
市町村番号 市町村名 受付年月 受付件数 … 

二次審査 

年月日 

E711 01 990000 ○○市 2018.05 100 … 
― 

（未設定） 

↓ 二次審査 

二次審査結果票情報（基本情報） 

交換情報 

識別番号 

レコード 

種別コード 
市町村番号 市町村名 受付年月 受付件数 … 

二次審査 

年月日 

E811 

（変更） 
01 990000 ○○市 2018.05 100 … 

2018.05.23 

（設定） 

 

⑵障害児支援 

一次審査結果票情報（基本情報） 

交換情報 

識別番号 

レコード 

種別コード 

証記載都道 

府県等番号 

証記載都道 

府県等名 
受付年月 受付件数 … 

二次審査 

年月日 

B711 01 991111 ××県 2018.05 100 … 
― 

（未設定） 

↓ 二次審査 

二次審査結果票情報（基本情報） 

交換情報 

識別番号 

レコード 

種別コード 

証記載都道 

府県等番号 

証記載都道 

府県等名 
受付年月 受付件数 … 

二次審査 

年月日 

B811 

（変更） 
01 991111 ××県 2018.05 100 … 

2018.05.23 

（設定） 

 

 

●図表4-5 二次審査結果一覧情報：作成対象レコード 

項番 二次審査結果一覧情報作成レコード 入力識別番号 備考 
１ 

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス 

介護給付費・訓練等給付費等明細書情報（ＧＨ・ＣＨ以外） J121 注１ 

２ 介護給付費・訓練等給付費等明細書情報（ＧＨ・ＣＨ） J131 注１ 

３ 地域相談支援給付費明細書情報 J141 注２ 

４ 特例介護給付費・特例訓練等給付費明細書情報 J221  

５ サービス利用計画作成費請求書情報 J311 注３ 

６ 計画相談支援給付費請求書情報 J312 注２ 

７ 特例計画相談支援給付費請求書情報 J321 注２ 

８ 地域生活支援事業請求明細書情報 L121  

９ 
障
害
児
支
援 

障害児施設給付費明細書情報 K121 注３ 

10 障害児通所給付費・入所給付費等明細書情報 K122 注２ 

11 特例障害児通所給付費等明細書情報 K221 注２ 

12 障害児相談支援給付費請求書情報 K311 注２ 

13 特例障害児相談支援給付費請求書情報 K321 注２ 

注１：「ＧＨ」は共同生活援助、「ＣＨ」は共同生活介護の意。なおＣＨは平成26年４月にＧＨに一元化されている 

注２：サービス提供年月が平成24年４月以降使用 

注３：サービス提供年月が平成24年３月まで使用 

  



第４章 二次審査 
 

356 
 

●図表4-6 二次審査結果一覧情報の作成例 

⑴障害福祉サービス 

交換情報 

識別番号 

入力識別 

番号 
受付年月 

二次審査 

年月日 

返戻事由 

コード 
返戻事由 … 

市町村 

番号 
事業所番号 受給者証番号 

E821 J121 2018.05 2018.05.23 SA01 ○○○○ … 111111 0000000000 0000000001 

E821 J121 2018.05 2018.05.23 SA01 ○○○○ … 111111 1111111111 0000000001 

E821 J311 2018.05 2018.05.23 SA01 ○○○○ … 111111 0000000000 0000000001 

E821 J131 2018.05 2018.05.23 SA01 ○○○○ … 111111 0000000000 0000000002 

E821 J221 2018.05 2018.05.23 SA01 ○○○○ … 111111 0000000000 0000000003 

⑵障害児支援 

交換情報 

識別番号 

入力識別 

番号 
受付年月 

二次審査 

年月日 

返戻事由 

コード 
返戻事由 … 

都道府県 

等番号 
事業所番号 受給者証番号 

B821 K122 2018.05 2018.05.23 SA01 ○○○○ … 111111 0000000000 0000000001 

B821 K122 2018.05 2018.05.23 SA01 ○○○○ … 111111 1111111111 0000000001 

B821 K221 2018.05 2018.05.23 SA01 ○○○○ … 111111 0000000000 0000000001 

B821 K311 2018.05 2018.05.23 SA01 ○○○○ … 111111 0000000000 0000000002 

B821 K321 2018.05 2018.05.23 SA01 ○○○○ … 111111 0000000000 0000000003 

 

⑶二次審査以降の流れ 

市町村等より二次審査結果情報の提出を受けた国保連合会は、受

け付けた情報について内容のチェックを行います。問題がなければ

市町村等へ市町村請求情報※４を提供します。 
これを受けて市町村等は国保連合会への支払を行い、国保連合会

はサービス提供事業所へ支払を行います（図表4-7）。 

 

 

 

※４都道府県が二次審査

を行う場合は「都道府

県等請求情報」。 

 

●図表4-7 二次審査から事業所への支払まで 

項番 主体 内容 

１ 市町村等 一次審査結果資料情報を基に二次審査を行い、二次審査結果情報を国保連合会へ提出する。 

２ 国保連合会 

受け付けた二次審査結果情報について内容のチェックを行う。 

二次審査結果情報にエラー（※）を発見した場合は市町村等に取込エラーリスト、受

付点検エラーリストを提供し、再提出を依頼する。 

※請求情報に対する一次審査結果の「エラー」ではない 

３ 市町村等 
エラー内容の修正を行い、再度、国保連合会に提出する（以降、エラーが無くなるま

で繰り返す）。 

４ 国保連合会 

受け付けた二次審査結果情報に基づき市町村等へ市町村（都道府県）請求情報を提供する。 

過誤申立書情報の取下があった場合は、再度、一次審査結果資料情報（過誤申立書情

報の取下分のみ）を提供する。 

５ 市町村等 市町村（都道府県）請求情報を基に、国保連合会への支払を行う。 

６ 国保連合会 サービス提供事業所へ支払を行う。 
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 過誤処理の概要 
 

⑴過誤の種類と過誤処理 

既に支払済の請求情報に対して誤りがあることが判明した場合や、

台帳の修正にともない給付実績の内容に誤りが発生した場合には、「過

誤処理」が行われます。 
過誤処理には、「台帳過誤」と「請求明細書取り下げ」があります（図

表5-1）。 
「台帳過誤」とは、各種台帳の誤りを修正した後、前月以前の給付

実績の取り下げが必要かを判断することです。 
これは再度チェックを行うための処理であり、台帳過誤のみにより

給付実績が取り下げられ、給付費の調整が行われるわけではありませ

ん。 
「請求明細書取り下げ」とは、サービス提供事業所からの請求情報 

 

 

 

 

 

 

 

●図表5-1 過誤の概要 

№ 項目 内容 
過誤申立事由コード 

様式番号（上2桁） 申立理由番号（下2桁） 

1 

台帳過誤 受給者台帳等の各種台帳の登録誤りに

基づく台帳訂正後、誤った台帳情報に

基づき前月以前に支払確定している請

求明細書等に対し、訂正後の台帳に基

づき再度一次審査を実施する場合に用

いる。 

台帳過誤の場合、給付実績は取り下げ

られない。 

10:介護給付費・訓練等給付

費等明細書（様式第二） 

11:訓練等給付費等明細書

（様式第三） 

12:地域相談支援給付費明

細書 

21:計画相談支援給付費請

求書 

30:特例介護給付費・特例訓

練等給付費等明細書 

50:地域生活支援事業明細

書 

41:障害児通所給付費・入所

給付費等明細書 

60:障害児相談支援給付費

請求書 

70:特例障害児通所給付費

等明細書 

71:特例障害児相談支援給

付費請求書 

01:台帳誤り修正による市

町村申立、または都道府

県等申立の過誤調整 

90:その他の事由による台

帳過誤 

2 

請求明細書

取り下げ 

前月以前に支払が確定した請求明細書

等に対して、実績を取り下げる場合に

用いる。 

02:請求誤りによる実績取

り下げ 

09:時効による市町村申立

の取り下げ 

11:台帳誤り修正による事

業所申立の実績取り下

げ 

32:提供実績記録票誤りに

よる実績の取り下げ 

33:上限の誤りによる実績

取り下げ 

99:その他の事由による実

績の取り下げ 

 通常過誤 請求明細書取り下げのうち、市町村に

よる過誤の申立ての翌月以降に、当該

過誤対象となる請求明細書等が指定事

業者等から提出される、または再請求

がない過誤の事。 

同月過誤 請求明細書取り下げのうち、市町村に

よる過誤の申立てと同月に、当該過誤

対象となる請求明細書等が指定事業者

等から提出される過誤の事。 
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について、記載誤り等により、実際のサービス提供実績と異なる金額の

支払いが行われた場合に、給付費等の取り下げを行うことです。 
取り下げ分を修正した再度の請求情報の提出時期が、後述する市町村

等による過誤の申立の翌月以降か同月かによって、「通常過誤」と「同月

過誤」に分かれます。 
⑵過誤申立・再請求の流れ 

 「請求明細書取り下げ」により、給付費等の取り下げを行う場合、サ

ービス提供事業所は、市町村等にその旨を連絡し、国保連合会に過誤申

立を行うよう依頼します。市町村等は国保連合会に対し過誤申立を行い

ます。過誤申立を行うには、過誤申立書情報（交換情報識別番号は、障

害福祉サービスが EA11、障害児支援が BA11：以下、【過誤申立情報】と

略記）を作成して国保連合会に提出します。 
 市町村等が過誤を発見した場合も同様に、国保連合会に対し過誤申立

を行います。このとき、市町村等はサービス提供事業所にも連絡します。 
 また、障害児支援において都道府県が実施主体である障害児施設につ

いては、都道府県に過誤申立を依頼します。都道府県は国保連合会に対

し過誤申立を行います。 
 一方で、サービス提供事業所は過誤申立依頼をした請求情報について、

再請求の必要がある場合は修正した再請求を行います※１（図表5-2）。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１実績記録票を伴

う請求明細書を

過誤により取り

下げ、再請求を

行う場合、実績

記録票も再請求

する必要があり

ます。 

●図表5-2 過誤申立・再請求 

 
 



第５章 過誤処理 
 

360 
 

⑶過誤処理の運用スケジュール 

 【過誤申立情報】の提出時期について、「請求明細書取り下げ（通常過

誤）」の場合における運用日程の概要を図表5-3に示します。 
 サービス提供月の翌月に請求情報の審査が行われ、その翌月に支払※２

が行われます。過誤申立が行われるのは、サービス提供月から３月目以

降になります。 
 通常※３、「請求明細書取り下げ（通常過誤）」における【過誤申立情報】

の提出時期については、サービス提供月から３月目以降の11日～14日頃

となり、再請求は過誤申立の翌月以降に行います。 
 「請求明細書取り下げ（同月過誤）」における【過誤申立情報】の提出

についてはサービス提供月から３月目以降の月初に（請求情報の受付点

検を国保連合会で実施する前までに、【過誤申立情報】による過誤調整を

完了させておく必要があります）提出し、再請求も同月に行います。 
 

 

 

 

※２審査支払の日程

については、第

２章図表2-9を参

照。 

 

※ ３ 日 程 に つ い て

は、国保連合会

により弾力的な

運用がなされて

いる場合があり

ます。 

 

 

 

●図表5-3 請求明細書取り下げ（通常過誤）の場合における運用日程 

 

 

 



 

361 
 

第
１
章 

は
じ
め
に 

第
２
章 

審
査
事
務
の
概
要  

第
３
章 

国
保
連
合
会
か
ら

の
提
供
資
料 

第
４
章 

二
次
審
査 

第
５
章 

過
誤
処
理 

第
６
章 

Ｆ
Ａ
Ｑ 

よ
く
あ
る
エ
ラ
ー 

 請求情報に誤りがあった場合 

 サービス提供事業所の請求情報の誤りによって、実際のサービス

提供実績とは異なる金額の支払いが行われた場合には、「請求明細

書の取り下げ」が行われます。 
⑴ 過誤情報受け渡しの流れ 
 請求明細書の取り下げでは、まず①サービス提供事業所から市町

村等※４に対して過誤申立を依頼する、②市町村等から【過誤申立情

報】を国保連合会に提出する、③国保連合会にて受け付けた【過誤

申立情報】の受付点検を実施し、エラーを発見した場合は市町村等

へエラーを通知する、④市町村等はエラーの確認を行い、修正した

【過誤申立情報】を国保連合会に提出する、⑤過誤申立の翌月に、

国保連合会から市町村等及びサービス提供事業所へ【過誤決定通知

書情報】※５を送付する、という流れになっています（図表5-4・5-5）。 
 過誤決定通知書情報を受けたサービス提供事業所は、再請求の必

要がある場合は再請求を行います。これが、「通常過誤」の流れで

す。 
 「同月過誤」では、市町村等における過誤申立の月と同月にサー

ビス提供事業所が再請求を行います。この場合、再請求が可能とな

るよう、過誤申立を１日から受け付けます。 

 

 

 

 

 

 

※４障害児支援における都

道府県等が実施主体で

ある障害児入所支援で

は、都道府県が過誤申

立の依頼先等になりま

す。 

 

 

 

※５過誤決定通知書情報の

交換情報識別番号は以

下のとおりです。 

・市町村等向け：EBA1

（者）／BBA1（児） 

・ 都 道 府 県 向 け ：

BBA1（児） 

・サービス提供事業所向

け ： J8D1 （ 者 ） ／

K8D1（障害児施設

等） 

 

●図表5-4 過誤申立書情報受け渡しの概要 

サービス提供事業所 国保連合会 市町村等 

①サービス提供事業所は、一度審査

決定した請求に対して取り下げを

行う場合、市町村等と調整し過誤

申立を依頼する。 

 

 

③国保連合会は、受け付けた過誤申

立書情報の受付点検を実施し、エ

ラーを発見した場合、市町村等へ

エラーを通知する。 

 

⑤過誤申立書情報の審査結果に基づ

き市町村等及びサービス提供事業

所へ過誤決定通知書情報を送付す

る。 

 

②市町村等は過誤申立書情報を国保

連合会に提出する。 

 

④市町村等は、受付点検でエラーと

なった情報の確認を行い、誤りを

修正した過誤申立情報を国保連合

会に提出する。 
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●図表5-5 過誤申立書情報受け渡し概要図 
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⑵同月過誤 

 市町村等による過誤申立と同月に、サービス提供事業所から再請

求が行われる過誤を、「同月過誤」といいます。 
 過誤処理と同一月に再請求を行うことで、サービス提供事業所へ

の支払額は過誤処理によるマイナス額と再請求によるプラス額と

の差額調整が可能となります。 
 そのため、支払額へマイナスの影響を小さくできます。 

支払決定額 ＝ 決定額※６－過誤調整額 

 

⑶未調整過誤 

 過誤調整がある場合のサービス提供事業所への支払額は、サービ

ス提供事業所からその月の通常分の請求に対する支払額と、過誤処

理による調整額を相殺した額となります。たとえば、－1,000円の

過誤調整があった場合は、通常分として1,500円の請求が認められ

たサービス提供事業所に、差額の500円が支払われることになりま

す。 
 しかし、市町村等が提出した【過誤申立情報】により、サービス

提供事業所への当月支払額がマイナス（給付費の戻入）となる場合

があり、これを、「未調整過誤」といいます。 
 たとえば、過誤調整により－2,000円となるサービス提供事業所
で、通常請求等が1,500円だった場合、500円が未調整過誤の額とな
ります。 
 未調整過誤が生じた場合、市町村等、国保連合会、サービス提供

事業所の３者で、必要に応じ、対応を協議します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

※６決定額とは、当月の請

求情報に対し確定した

金額です。過誤処理と

同一月に再請求情報

の提出があった場合

は、通常の請求情報

（当月及び月遅れ請求

分）と再請求情報（過

誤処理に対する請求

分）の決定額です。 
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⑷過誤処理を行う際の留意点 

 過誤処理を行う場合は、サービス提供事業所と十分に連絡を取

り、説明を行うようにします。 
 サービス提供事業所から過誤申立依頼があった場合、以下の点に

留意して過誤申立を行うようにします。 
○再請求が不可能な過誤申立の場合（全額返還：取り下げのみ） 

 過誤処理によるマイナス額が高額となるため、サービス提供事業

所への支払額が少額又はマイナス額等になる危険があります。 
○再請求が可能な過誤申立の場合 

 再請求情報を作成する上で、以下の問題点が考えられ、結果とし

て同月過誤（差額調整）がうまくいかない場合があります。 
・過誤申立にかかる再請求情報の作成が間に合わなかった 
・過誤処理が明細書単位で行われるということを理解していない

ため、再請求情報を訂正部分のみで作成してしまった 
・どの部分に誤りがあるのか理解していないため、正しい再請求

情報の作成方法が分からなかった 
 以上のようなことから、過誤申立がある場合は、サービス提供事

業所からの通常の請求分にかかる支払額等、事業を行っていく上で

の資金状態に支障がないよう、配慮が望まれます。 
 サービス提供事業所と協議の上、過誤処理を数か月に分散するな

どの対応も考えられます。 
 また、市町村等にて給付実績の誤りを発見し、サービス提供事業

所へ過誤申立を促す場合は、請求誤りの箇所、正しい再請求方法、

再請求情報の提出月（過誤処理月）等について、該当サービス提供

事業所へ周知するように努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審査事務にかかる 

事務処理マニュアル 
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 審査事務にかかるＦＡＱ 

ここでは、各都道府県の国保連合会に対して市町村・都道府県より寄せられた、審査事務

にかかるよくある質問とその答え（ＦＡＱ）を紹介します。 
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⑴審査支払事務 

Q.01 

請求情報の役割 
請求情報とは何ですか。どのような種類がありますか。 

A.01 

  請求情報とは、サービス提供事業所が給付費等の請求を行うために、サービス提供の

翌月に国保連合会に送信する情報をいいます。 

請求情報の種類には請求書、請求明細書、サービス提供実績記録票、利用者負担上限

額管理結果票等があります（以下、それぞれ【請求書】【明細書】【実績記録票】【上限額

管理結果票】と略記）。 

詳細は本マニュアルの第２章５を参照してください。 
 

Q.02 

一次審査処理結果票の見方 

一次審査処理結果票が届いたのですが、何を確認すればよ

いのでしょうか。 

A.02 

  一次審査処理結果票は、国保連合会の一次審査の結果を確認するための資料です（詳

細は本マニュアルの第３章１を参照してください）。一次審査の結果、発生したエラーや

警告の内容を確認し、早期に解消するために用いることができます。 

 

Q.03 

一次審査結果資料の見方 

支給量オーバーチェックリストの見方や確認方法等につ

いて教えてください。 

A.03 

  支給量オーバーチェックリストは受給者へのサービス提供量を決定サービスコード単

位で積み上げた結果、決定支給量を超えた場合に出力されます。帳票の見方やご確認い

ただく際のポイントを本マニュアル第３章２に記載していますので参照してください。 
 

Q.04 

二次審査の概要 
市町村等が行う審査とはどのようなものですか。 

A.04 

  市町村等は、国保連合会から提供される「一次審査結果資料」を参考にして、サービ

ス提供事業所からの請求情報を「支払」とするか、「返戻」とするかの判断を行います。

これを二次審査といいます。 

  詳細は本マニュアルの第１章から第３章、また厚生労働省「介護給付費等に係る支給

決定事務について（事務処理要領）｣「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等につ

いて」等を参照してください。 
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Q.05 

一部の請求情報がエラー 

サービス提供実績記録票又は上限額管理結果票がエラーと

なっている場合、請求明細書だけ支払うことはできますか。 

A.05 

【実績記録票】又は【上限額管理結果票】が「エラー」となっている場合においても、

請求明細書のみでの支払は可能ですが、正しいサービス提供実績記録票又は上限額管理

結果票が次月以降にも提出されない場合はその実績がデータとしては残らないこととな

りますので、それをご留意の上で、支払可否を判断する必要があります。 
 

Q.06 

審査結果一覧情報の追加 

二次審査で返戻があった場合、審査結果一覧情報として、

支払とする情報も送るのですか。 

A.06 

  審査結果一覧情報は、返戻とする人の情報だけを送信します。詳細は本マニュアルの

第４章２を参照してください。 
 

Q.07 

請求の時効 

サービス提供年月の古い請求があるが、時効は何年ですか。

返戻とするべきですか。 

A.07 

  給付費等の請求権の消滅時効の基本的な考え方については、５年の消滅時効が適用さ

れます。また、市町村等の返還請求（過誤申立依頼）の消滅時効の基本的な考え方につ

いては、５年の消滅時効が適用されます（詳細は本マニュアル第３章コラムを参照して

ください）。 

返戻とするかについては市町村等で判断する必要があります。 
 

Q.08 

報酬告示の解釈（施設入所） 

施設入所支援の入所時特別支援加算について、サービス開

始年月日がサービス提供年月と同月、又はその前月でない

にもかかわらず算定しているケースが見られるが、返戻と

するべきでしょうか。 

A.08 

  留意事項通知（平成18年10月31日障発第1031001号）において、入所時特別支援加算は

「30日（入院・外泊時加算が算定される期間を含む。）を超える病院又は診療所への入院

後に再度利用した場合」は算定できるとあるので、この条件に該当するのであれば算定

可能です（入所時特別支援加算は、生活介護の初期加算の規定が準用されます）。 
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⑵エラー 

Q.09 

仮審査への対処 

国保連合会の仮審査により、台帳の登録内容に不備がある

ことがわかりました。サービス提供事業所は請求情報の取

下げや再送信が必要ですか。 

A.09 

  サービス提供事業所の請求に誤りがない場合、取下げや再送信の必要はありません。

台帳登録の不備への対応については、「台帳整備にかかる事務処理マニュアル」を参照の

うえ、異動／訂正等の対応をお願いします。 
 

Q.10 

EC08 

EC08「受付：該当の利用者負担上限額管理結果票は既に受

付済です」について教えてください。 

A.10 

  エラーの原因として、サービス提供事業所が提出した、審査対象の【上限額管理結果

票】（基本情報）の「上限額管理結果票情報作成区分コード」が「1：新規」の場合に、

同一キーの情報（サービス提供年月、上限額管理結果票情報作成区分コード、市町村番

号、上限額管理事業所番号、受給者証番号が同一の請求情報）が存在していることが考

えられます。 

例えば、サービス提供事業所が、既に支払済となっている【上限額管理結果票】（基本

情報）を修正することを目的として審査対象の【上限額管理結果票】（基本情報）を提出

する場合には、「上限額管理結果票情報作成区分コード」を「1：新規」ではなく「2：修

正」とする必要があります。 
 

Q.11 

EG03 

EG03「資格：受給者台帳にサービス提供年月時点で有効な

受給者の支給決定情報が登録されていません」について教

えてください。 

A.11 

  エラーの原因として、以下の場合が考えられます。 

①請求情報と等しい市町村番号、受給者証番号及び決定サービスコードの情報が、受給

者台帳（支給決定）に存在しない。 

②請求情報と等しい市町村番号、受給者証番号及び決定サービスコードの情報が、受給

者台帳（支給決定）に存在するが、請求情報のサービス提供年月が受給者台帳（支給

決定）の異動年月日の年月より前である。 

  具体的には、【明細書】（日数情報・契約情報）【実績記録票】（基本情報・明細情報）

の決定サービスコード又はサービス内容や【明細書】（明細情報）等のサービスコードと、

受給者台帳（支給決定）とのチェックが行われています。 

市町村等はこれらの内容を確認し、請求情報を修正する場合は必要に応じてサービス

提供事業所が修正を行い、台帳情報を修正する場合は市町村等において修正を行います。 
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Q.12 

EG13 

EG13「資格：受給者台帳にサービス提供年月時点で有効な

受給者の支給決定情報が登録されていません」について教

えてください。 

A.12 

  エラーの原因として、以下の場合が考えられます。 

・請求情報の決定サービスコードに対する受給者台帳（支給決定）が存在する場合、サ

ービス提供年月が「決定支給期間（終了年月日）」の年月より後である。 

  具体的には、【明細書】（明細情報・契約情報等）【実績記録票】（基本情報・明細情報）

等のサービス提供年月について、市町村番号、受給者証番号、サービスコード等が等し

い受給者台帳（支給決定）が存在する場合に、受給者台帳（支給決定）とのチェックが

行われています。 

市町村等はこれらの内容を確認し、請求情報を修正する場合は必要に応じてサービス

提供事業所が修正を行い、台帳情報を修正する場合は市町村等において修正を行います。 

詳細については本マニュアル第６章２を参照してください。 

 

Q.13 

PP19 

PP19「支給量：実績記録票に該当するサービスが請求明細

書に存在していません」について教えてください。 

A.13 

  エラーの原因として、以下の場合が考えられます。 

・【実績記録票】（基本情報）の「サービス提供年月」「市町村番号（都道府県等番号）」

「事業所番号」「受給者証番号」「様式種別番号」に該当するサービス種類コードと等

しい【明細書】（集計情報）が存在しない。 

これにはサービス提供事業所が【明細書】を出し忘れた場合や、出しているもののエ

ラーとなった場合が考えられます。 

市町村等はこれらの内容を確認し、請求情報を提出・修正する場合は必要に応じてサ

ービス提供事業所が提出・修正を行い、台帳情報を修正する場合は市町村等において修

正を行います。 

詳細については本マニュアル第６章２を参照してください。 
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⑶警告 

Q.14 

警告等の支払の可否 

「警告」「警告（重度）」の請求については支払となります

か。また、警告一覧表（一次審査結果が「警告」「警告（重

度）」となった内容の一覧表）はサービス提供事業所にも通

知されますか。 

A.14 

  市町村等が二次審査で返戻としなければ支払となります。 

 また、警告一覧表はサービス提供事業所には通知されません。 
 

Q.15 

EG28 

EG28「※資格：請求明細書の「契約支給量」が受給者台帳の

「決定支給量」を超えています」について教えてください。 

A.15 

  警告の原因として、以下の場合が考えられます。 

①【明細書】（集計情報）の「利用日数管理票・対象期間（開始）」が未設定、かつ受給

者台帳（支給決定）の決定支給量が０より大きい場合、【明細書】（契約情報）の「契

約支給量」が、受給者台帳（支給決定）の「決定支給量」より大きい。 

②【明細書】（集計情報）の「利用日数管理票・対象期間（開始）」が未設定、かつ「サ

ービス種類コード」が通所施設系サービス、かつ受給者台帳（支給決定）の「決定支

給量」が未設定の場合、【明細書】（契約情報）の「契約支給量」が、受給者台帳（支

給決定）の決定支給期間より算出した決定支給量（当該月の日数から８日を控除した

日数／月）より大きい。 

市町村等はこれらの内容を確認し、二次審査で「返戻」とするかどうかの判断を行い

ます。また、請求情報を修正する場合は必要に応じてサービス提供事業所が修正を行い、

台帳情報を修正する場合は市町村等において修正を行います。 
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Q.16 

PB21 

PB21「※受付：事業所台帳の「主たる事業所サービス種類コ

ード」の登録内容に該当する福祉・介護職員処遇改善加算

の請求ではありません」について教えてください。 

A.16 

  警告の原因として、以下の場合が考えられます。 

①サービスコードが福祉・介護職員処遇改善加算であり、かつサービスコードに対する

単位数表マスタ（請求）の「主たる事業所サービス種類コード」が未設定の場合、「事

業所番号」及び「サービス種類」（サービスコードの上２桁）に対する事業所台帳（サ

ービス）の「主たる事業所サービス種類コード１」が設定されている。 

②サービスコードが福祉・介護職員処遇改善加算であり、かつサービスコードに対する

単位数表マスタ（請求）の「主たる事業所サービス種類コード」が設定されている場

合、「事業所番号」及び「サービス種類」（サービスコードの上２桁）に対する事業所

台帳（サービス）の「主たる事業所サービス種類コード１」及び「主たる事業所サー

ビス種類コード２」に設定されているサービス種類コードと一致しない。 

市町村等はこれらの内容を確認し、二次審査で「返戻」とするかどうかの判断を行い

ます。また、請求情報を修正する場合は必要に応じてサービス提供事業所が修正を行い、

台帳情報を修正する場合は都道府県等において修正を行います。 

  なお、「主たる事業所サービス種類コード」の設定については、平成25年4月26日付厚

生労働省事務連絡「障害者自立支援給付支払等システムに係るＱ＆Ａ」の別紙「「主たる

事業所サービス種類コード」の設定例について」を参照してください。 
 

⑷支給決定・受給者台帳 

Q.17 

月途中で受給者移転 

月の途中で異なる市町村へ転出、転入したときは、負担上

限月額の管理及び高額障害福祉サービス費の算定につい

て、どのように取り扱えばよいですか。 

A.17 

  平成19年５月24日付厚生労働省事務連絡「障害福祉サービス等の利用者負担等に係る

Ｑ＆Ａ」に次の通り示されています。 

「市町村間の住所の異動があり、支給決定を行う市町村が異なる場合は、それぞれで、

負担上限月額の管理及び高額障害福祉サービス費の算定を行うこととし、同一月の市

町村間の調整は行わない。（介護保険と同様の取扱いとなる。）」 
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⑸上限額管理 

Q.18 

複数障害児の管理結果票 

同一世帯の複数児童（兄弟）で利用者負担上限額管理を行

った場合、管理結果は「１」「２」「３」のどれになります

か。 

A.18 

 同一世帯に障害児が複数ある場合の上限額管理結果については、平成19年10月31日付

厚生労働省事務連絡「障害者自立支援給付支払システムに係るＱ＆Ａについて」の項番

16及び別添９「同一世帯に障害児が複数ある場合の上限額管理について」を参照してく

ださい。 

また、同一世帯に障害児通所支援を利用する障害児が複数いる場合の事務については、

「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について」の「第６ 利用者負担の上限

額管理事務」を参照してください。 
 

Q.19 

上限額管理結果票の記載 

【上限額管理結果票】の情報作成区分、「1：新規」「2：修

正」「3：取消」について、どのように使い分けるのか教えて

ください。 

A.19 

  新規に【上限額管理結果票】を提出する場合は「1：新規」、提出した【上限額管理結

果票】の修正を提出する場合は「2：修正」、提出した【上限額管理結果票】を取り消す

場合（基本情報レコード単位の取消）は「3：取消」を設定します。 

  また、「1：新規」「2：修正」については、【上限額管理結果票】が審査を通った（実績

がある）場合には「2：修正」を、【上限額管理結果票】が審査を通らなかった（返戻と

なった）場合には「1：新規」を提出します。 

  詳細は「インタフェース仕様書（サービス事業所編）」の「利用者負担上限額管理結果

票情報レコード作成方法」を参照してください。 
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 よくあるエラー（一次審査） 
 

⑴エラーの発生状況と傾向 

国保連合会での一次審査で令和５年度（令和５年５月受付～令和

６年４月受付分）中に発生したエラー件数は、約90万件でした。 
この約90万件のエラーについては、上位５コードで発生件数の約

63％（約57万件）を占めていました。 
エラーコード別の発生状況の一覧は図表6-1のとおりです。 

 

 

 

 

 

 
●図表6-1 令和５年度におけるエラーコード別の発生状況 

赤字のコードは⑵に解説を掲載 

発生件数が多いものから順に抜粋 

コード メッセージ 発生件数 

ED01 資格：該当の請求情報は既に支払確定済です 224,880 

EC01 受付：該当の請求情報は既に受付済、または請求情報内で重複する情報が存在しています 130,900 

PP19 支給量：実績記録票に該当するサービスが請求明細書に存在していません 127,261 

EG13 
資格：受給者台帳にサービス提供年月時点で有効な受給者の支給決定情報が登録されてい

ません 
41,654 

EG02 
資格：受給者台帳にサービス提供年月時点で有効な受給者の認定情報が登録されていませ

ん 
40,621 

EG12 
資格：受給者台帳にサービス提供年月時点で有効な受給者の利用者負担上限月額情報が登

録されていません 
31,147 

EH12 
資格：請求明細書の契約情報「決定サービスコード」に該当する受給者台帳の支給決定情

報がサービス提供年月時点で有効ではありません 
26,552 

EG17 資格：上限額管理対象外の受給者です 17,899 

EG01 
資格：障害児支援受給者台帳にサービス提供年月時点で有効な受給者の認定情報が登録さ

れていません 
17,645 

EG29 
資格：上限額管理対象外受給者の請求明細書において上限額管理事業所の「管理結果」に

値が設定されています 
17,457 

ED02 資格：該当の請求情報は既に支払確定済です 13,847 

EG05 
資格：請求情報の上限額管理事業所番号が受給者台帳の「利用者負担上限額情報・上限額

管理事業所番号」と一致していません 
13,120 

EH17 
資格：請求明細書の契約情報「決定サービスコード」に該当する障害児支援受給者台帳の

支給決定情報がサービス提供年月時点で有効ではありません 
11,881 

EN02 
資格：受給者台帳の上限額管理情報の「上限額管理有無」が「無し」の場合、請求明細書

の上限額管理事業所の「管理結果額」は設定できません 
10,332 

EC02 受付：該当の情報は既に受付済、または情報内で重複する情報が存在しています 9,644 

EH16 
資格：請求明細書の明細情報「サービスコード」に該当する障害児支援受給者台帳の支給

決定情報がサービス提供年月時点で有効ではありません 
9,601 

EG03 
資格：受給者台帳にサービス提供年月時点で有効な受給者の支給決定情報が登録されてい

ません 
7,717 

EG20 資格：受給者台帳で受給資格を喪失している受給者です 7,387 

EH10 
資格：請求明細書の契約情報「決定サービスコード」に該当する受給者台帳の支給決定情

報が存在していません 
6,955 

EN21 
資格：請求額集計欄の「利用者負担額②」が「１割相当額」、または受給者台帳の給付費

等の額の特例情報「市町村が定める額」と一致していません 
6,371 

EG71 
資格：受給者台帳の特定障害者特別給付費対象者の支給決定が有効期間外のため、特定障

害者特別給付費は算定できません 
5,854 

EH11 
資格：請求明細書の明細情報「サービスコード」に該当する受給者台帳の支給決定情報が

サービス提供年月時点で有効ではありません 
5,131 

EH14 
資格：請求明細書の明細情報「サービスコード」に該当する障害児支援受給者台帳の支給

決定情報が存在していません 
5,104 
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⑵よくあるエラーと対処法 

エラーコード メッセージ 

ED01 資格：該当の請求情報は既に支払確定済です 

  

審査対象 

請求情報 

様式 レコード：項目 

【請求書】 － 

【明細書】 基本 

【実績記録票】 基本 

【上限額管理結果票】 － 

●エラーとなる例 

 
 

 

 

 

  

・【明細書】、【実績記録票】の基本情報において、同

一とみなされる特定の項目が一致した基本情報

を持つ支払確定済の請求情報が存在している 

請求明細書情報（基本情報）〈支払確定済〉  

サービス提供年月 市町村番号 事業所番号 受給者証番号 

2018.03 991111 9911111111 9999999999 

2018.04 991111 9911111111 9999999999 

 

生活介護サービス提供実績記録票情報（基本情報）〈支払確定済〉  

サービス提供年月 市町村番号 事業所番号 受給者証番号 様式種別番号 

2018.03 991111 9911111111 9999999999 0701：生活介護 

2018.04 991111 9911111111 9999999999 0701：生活介護 
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■原因 

【明細書】や【実績記録票】の基本情報について、同一とみなさ

れる基本情報を持つ支払確定済の請求情報が存在しています。 
請求情報において、一致することで同一とみなされる特定の項目

は、【明細書】【実績記録票】毎に、下記の通りです※１。 
【明細書】：サービス提供年月、市町村番号※２、事業所番号、受給者

証番号 
【実績記録票】：サービス提供年月、市町村番号※２、事業所番号、受

給者証番号、様式種別番号 
過去に上記の情報が同一である請求が支払確定済となっている

理由には、例えば、市町村に過誤の依頼をせずに支払確定済の請求

を再送信した場合等が考えられます。 
前ページの例では、○○事業所の【明細書】【実績記録票】におい

て、サービス提供年月が2018年４月であり、市町村番号・事業所番

号・受給者証番号等が同一である基本情報を持つ支払確定済の請求

情報が存在しているため、「エラー」となります。 
 

■対処方法 

サービス提供事業所は、請求情報と、すでに支払確定済の請求情

報のどちらが本来有効とするべき請求情報であるかを確認します。 

「エラー」となった請求情報を有効にする場合、サービス提供事

業所から市町村等へ、すでに支払確定済となっている請求情報につ

いて、過誤申立の依頼がなされます。 

 

 

 

 

※１これらがすべて同一で

ある情報が複数存在

する場合、重複した請

求と判断されます。国

保連合会ですでに「正

常」と判定された情報

がある場合、それ以

降に送信されてきた

重複した請求は重複

エラーとなります。 

※２障害児支援の場合は

都道府県等番号にな

ります。 

 

 

 

●正常となる例 

請求明細書情報（基本情報） 
サービス提供年月 市町村番号 事業所番号 受給者証番号 

2018.04 991111 9911111111 9999999999 

生活介護サービス提供実績記録票情報（基本情報） 
サービス提供年月 市町村番号 事業所番号 受給者証番号 様式種別番号 

2018.04 991111 9911111111 9999999999 0701：生活介護 

請求明細書情報（基本情報）〈支払確定済〉 
サービス提供年月 市町村番号 事業所番号 受給者証番号 

2018.02 991111 9911111111 9999999999 

2018.03 991111 9911111111 9999999999 

生活介護サービス提供実績記録票情報（基本情報） 
サービス提供年月 市町村番号 事業所番号 受給者証番号 様式種別番号 

2018.02 991111 9911111111 9999999999 0701：生活介護 

2018.03 991111 9911111111 9999999999 0701：生活介護 

  

・【明細書】【実績記録票】の基

本情報において、同一とみ

なされる特定の項目が一致

した基本情報を持つ支払確

定済の請求情報が存在して

いない 
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PP19 支給量：実績記録票に該当するサービスが請求明細書に存在していません 

  

審査対象 

請求情報 

様式 レコード：項目 

【請求書】 － 

【明細書】 － 

【実績記録票】 基本：様式種別番号 

【上限額管理結果票】 － 

●エラーとなる例 

 

 
 

 

 

・【実績記録票】の様式種別番号（0101:

居宅介護サービス）に該当するサービ

ス種類コードが【明細書】に存在しな

い 
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■原因 

【実績記録票】におけるサービス提供年月、市町村番号※３、事業

所番号、受給者証番号及び様式種別番号に該当するサービス種類コ

ードと等しい【明細書】が存在していません。 
【明細書】が存在しない理由としては、①【明細書】が返戻とな

った、②【明細書】の請求が漏れていた、などが考えられます。 
前ページの例では、○○事業所の「居宅介護」の【実績記録票】

と、【明細書】とにおいて、サービス提供年月、市町村番号、事業所

番号、受給者証番号は合致しているものの、【明細書】のサービス種

類コードが「41」の「自立訓練（生活訓練）」のみであり、「居宅介

護」の【実績記録票】と合致する、サービス種類コード「11」の「居

宅介護」が存在しないため、「エラー」となります。 
なお、共同生活援助における入所系サービス部分の【実績記録票】

（様式種別番号：1801）の場合は、外部サービスを利用した訪問系

サービス部分（受託居宅介護サービス）以外の報酬が【明細書】に

おいて算定されていることも、あわせてチェックが行われます。ま

た、受託居宅介護サービスの【実績記録票】（様式種別番号：1802）

の場合は、受託居宅介護サービスの報酬が【明細書】において算定

されていることもチェックが行われます。これらのチェックによ

り、それぞれ必要な情報が合致しない場合も「エラー」となります。 
 

■対処方法 

「エラー」により返戻となった場合、サービス提供事業所は請求

情報を修正し、必要に応じて再請求を行うことになります。 

 

※３障害児支援の場合は

都道府県等番号にな

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

●正常となる例 

居宅介護サービス提供実績記録票情報（基本情報） 
サービス提供年月 市町村番号 事業所番号 受給者証番号 様式種別番号 

2018.04 991111 9911111111 9999999999 0101：様式１ 

 
請求明細書情報（集計情報） 
サービス提供年月 市町村番号 事業所番号 受給者証番号 サービス種類コード 

2018.04 991111 9911111111 9999999999 11：居宅介護 

 

 

 

 

  

・【実績記録票】の様式種別番号（0101）に該

当するサービス種類コードが【明細書】に

存在している 
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EC01 
受付：該当の請求情報は既に受付済、または請求情報内で重複する情報が存

在しています 

  

審査対象 

請求情報 

様式 レコード：項目 

【請求書】 基本 

【明細書】 基本 

【実績記録票】 基本 

【上限額管理結果票】 基本 

●エラーとなる例 

 
 

 

 

 

  

・同一受付年月において、【明細書】の基本

情報と、同一とみなされる特定の項目が

一致した基本情報を持つ支払確定済の

【明細書】が存在している 
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■原因 

同一受付年月の請求情報において、【請求書】【明細書】【実績記録

票】【上限額管理結果票】の基本情報と同一とみなされる基本情報を

持つ請求情報が存在しています。 
請求情報のうち、【請求書】【上限額管理結果票】毎に、一致する

ことで同一とみなされる特定の項目は、下記のとおりです※4。 
【請求書】：サービス提供年月、市町村番号※5、事業所番号 
【上限額管理結果票】：サービス提供年月、市町村番号※5、上限額管

理事業所番号、受給者証番号 
具体的には、①複数の請求情報の間で審査結果が正常となった請

求情報と同一とみなされる基本情報を持つ請求情報が存在してい

る（１回目送信分の内容誤りに気づき、１回目送信分の請求取り消

しを行わないで、再度同一の請求情報を送信したなど、請求情報が

複数送信されている）、②同一請求情報内で、審査結果が正常となっ

た請求情報と同一とみなされる基本情報を持つ請求情報が存在し

ているためです。 
前ページの例では、○○事業所の【明細書】において、サービス

提供年月、市町村番号・事業所番号・受給者証番号等が同一である

基本情報を持つ請求情報が存在しているため、「エラー」となりま

す。 
■対処方法 

サービス提供事業所は、各請求情報のどちらが本来有効とするべ

き請求情報であるかを確認します。 

「エラー」となった請求情報を有効にする場合、サービス提供事

業所から市町村等へ、すでに支払確定済となっている請求情報につ

いて、過誤申立の依頼がなされます。 

 

 

 

 

 

※４【明細書】【実績記録

票】において、一致す

ることで同一とみなさ

れる特定の請求情報

の項目については、

ED01の例を参照。 

※５障害児支援の場合は

都道府県等番号にな

ります。 

 

 

 

●正常となる例〔明細情報・複数の請求情報が存在する例〕 

請求明細書情報Ａ（基本情報） 
サービス提供年月 市町村番号 事業所番号 受給者証番号 

2018.04 991111 9911111111 9999999999 

 

請求明細書情報Ｂ（基本情報） 
サービス提供年月 市町村番号 事業所番号 受給者証番号 

2018.04 991111 9911111111 6666666666 

2018.04 991111 9911111111 7777777777 

2018.04 991111 9911111111 8888888888 

  

・同一受付年月において、

【明細書】の基本情報

と、同一とみなされる特

定の項目が一致した基

本情報を持つ支払確定

済の【明細書】が存在し

ていない 
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EG13 
資格：受給者台帳にサービス提供年月時点で有効な受給者の支給決定情報が

登録されていません 

  

審査対象 

請求情報 

様式 レコード：項目 

【請求書】 － 

【明細書】 明細：サービスコード、契約：決定サービスコード 

【実績記録票】 基本：決定サービスコード、基本：様式種別番号、明細：サービス内容 

【上限額管理結果票】 － 

●エラーとなる例 

 
 

 

 

 

  

受給者台帳（支給決定） 

市町村番号 受給者証番号 決定サービスコード 異動年月日 異動区分 

991111 9999999999 221000 2015.04.01 1:新規 

 
訂正年月日 訂正区分 証記載市町村番号 決定支給期間 (開始年月日) 決定支給期間(終了年月日) 

－ － 991111 2015.04.01 2018.03.31 

 
請求明細書情報（契約情報） 

サービス提供年月 市町村番号 事業所番号 受給者証番号 決定サービスコード 

2018.04 991111 9911111111 9999999999 221000 

 
生活介護サービス提供実績記録票情報（明細情報） 

サービス提供年月 市町村番号 事業所番号 受給者証番号 様式種別番号 日付 サービス提供回数  

2018.04 991111 9911111111 9999999999 0701 01 1  

 

・【明細書】【実績記録票】のサービス提供

年月が、受給者台帳の決定支給期間外 



第６章 ＦＡＱとよくあるエラー 
 

382 
 

■原因 

【明細書】や【実績記録票】について、市町村番号※６、受給者証

番号及びサービスコード又はサービス内容が等しい情報が受給者

台帳※７に存在する場合に、【明細書】【実績記録票】のサービス提供

年月が、受給者台帳の最新履歴の決定支給期間内ではありません

（サービス提供年月については、【実績記録票】（基本情報）の場合、

施設入所支援、宿泊型自立支援、共同生活援助のいずれかであり、

かつ様式種別番号が等しい明細情報が存在しない場合、基本情報の

地域移行加算・退所日（年月日）の年月に置き換えます※８）。 

受給者台帳に登録された支給決定有効期間外のサービス提供年

月で請求される理由には、①【明細書】【実績記録票】の「サービス

提供年月」をサービス提供事業所が誤入力した、②市町村において

受給者台帳の支給決定情報が未登録だった、などが考えられます。 
前ページの例では、○○事業所の【明細書】【実績記録票】におい

て、サービス提供年月が2018年４月なのに対し、受給者台帳におけ

る決定支給期間が、2018年３月31日までとなっているため、「エラ

ー」となります。 
■対処方法 

「エラー」により返戻となった場合、サービス提供事業所は請求

情報を修正し、必要に応じて再請求を行うことになります。 

受給者台帳の誤りの場合、市町村等は「異動／訂正連絡票情報」

を作成し、国保連合会に送信します。 

 

※６障害児支援の場合は

都道府県等番号にな

ります。 

 

※７障害児支援の場合は

障害児支援受給者台

帳になります。 

 

 

 

 

 

※８また、【明細書】（明細

情報）の場合は、サー

ビス種類が等しいサ

ービスコードが退所時

特別支援加算、地域

移行加算、自立生活

支援加算（及び処遇

改善（特別）加算）の

みであり、日数情報に

サービス開始日等・終

了年月日が設定され

ている場合は、この年

月に置き換えます。 

 

 

●正常となる例 

受給者台帳（支給決定） 
市町村 

番号 
受給者証番号 

決定サービス 

コード 
異動年月日 異動区分 

証記載 

市町村番号 

決定支給期間 

（開始年月日） 

決定支給期間 

（終了年月日） 

991111 9999999999 221000 2015.04.01 1：新規 991111 2015.06.01 2018.05.31 

 

請求明細書情報（契約情報） 

サービス提供

年月 

市町村

番号 
事業所番号 受給者証番号 決定サービスコード 

2018.04 991111 9911111111 9999999999 221000 

 
生活介護サービス提供実績記録票情報（明細情報） 

サービス提供

年月 

市町村

番号 
事業所番号 受給者証番号 

様式種別 

番号 
日付 

サービス 

提供回数 

2018.04 991111 9911111111 9999999999 0701 01 1 

 

  

・【明細書】【実績記録票】

のサービス提供年月が、

受給者台帳の決定支給

期間内 
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EG12 
資格：受給者台帳にサービス提供年月時点で有効な受給者の利用者負担上限

月額情報が登録されていません 

  

審査対象 

請求情報 

様式 レコード：項目 

【請求書】 － 

【明細書】 基本：受給者証番号 

【実績記録票】 － 

【上限額管理結果票】 基本：受給者証番号 

●エラーとなる例 

 

 
 

 

 

 

  

・【明細書】【上限額管理結果票】のサービ

ス提供年月が、受給者台帳の利用者負担

上限月額有効期間（開始年月日）の年月

より前 

受給者台帳（基本） 

市町村番号 受給者証番号 異動年月日 異動区分 

991111 9999999999 2018.05.01 1:新規 

 

訂正年月日 訂正区分 証記載市町村番号 
利用者負担上限月額有効期間 

(開始年月日) 

利用者負担上限月額有効期間 

(終了年月日) 

－ － 991111 2018.05.01 2021.04.30 

 
請求明細書情報（基本情報） 

サービス提供年月 市町村番号 事業所番号 受給者証番号 

2018.04 991111 9911111111 9999999999 

 
利用者負担上限額管理結果票情報（基本情報） 

サービス提供年月 市町村番号 上限額管理事業所番号 受給者証番号 

2018.04 991111 9911111111 9999999999 
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■原因 

【明細書】や【上限額管理結果票】について、サービス提供年月

が、受給者台帳※９の利用者負担上限額情報・利用者負担上限月額有

効期間内ではありません（サービス提供年月日については、【明細

書】の基本情報に対応する明細情報のサービスコードが、退所時特

別支援加算、地域移行加算、又は自立生活支援加算（及び処遇改善

（特別）加算）であり、日数情報のサービス開始日等・終了年月日

が設定されている場合は、この年月に置き換えます※10）。 
受給者台帳に登録された利用者負担上限月額有効期間外のサー

ビス提供年月で請求される理由には、①【明細書】【上限額管理結果

票】の「サービス提供年月」をサービス提供事業所が誤入力した、

②市町村において利用者負担上限月額情報が未登録だった、などが

考えられます。 
前ページの例では、○○事業所の【明細書】【上限額管理結果票】

において、サービス提供年月が2018年４月なのに対し、受給者台帳

における利用者負担上限月額有効期間（開始年月日）が、2018年５

月１日からとなっているため、「エラー」となります※11。 
 

■対処方法 

「エラー」により返戻となった場合、サービス提供事業所は請求

情報を修正し、必要に応じて再請求を行うことになります。 

受給者台帳の誤りの場合、市町村等は「異動／訂正連絡票情報」

を作成し、国保連合会に送信します。 

 

※９障害児支援の場合は

障害児支援受給者台

帳になります。 

 

 

 

 

 

 

 

※10この置き換えについ

ては、①サービス提

供年月が対応する受

給者台帳の異動年月

日の年月と異なり、

②受給者台帳の異動

区分が「３：終了」の

場合が条件です。 

 

 

 

 

 

 

 

※11「エラー」の原因は利

用者負担上限月額

有効期間外であるこ

とから、サービス提

供年月が、受給者台

帳における利用者負

担上限月額有効期

間（終了年月日）より

後の場合も、同様に

「エラー」となります。 

 

 

●正常となる例 

受給者台帳（基本） 

市町村番号 受給者証番号 異動年月日 異動区分 
証記載 

市町村番号 

利用者負担上限月額 

有効期間（開始年月日） 

利用者負担上限月額 

有効期間（終了年月日） 

991111 9999999999 2018.05.01 1：新規 991111 2018.04.01 2021.03.31 

請求明細書情報（基本情報） 
サービス提供年月 市町村番号 事業所番号 受給者証番号 

2018.04 991111 9911111111 9999999999 

利用者負担上限額管理結果票情報（基本情報） 
サービス提供年月 市町村番号 上限額管理事業所番号 受給者証番号 

2018.04 991111 9911111111 9999999999 

  ・【明細書】【上限額管理結果票】のサービス提供年月が、

受給者台帳の利用者負担上限月額有効期間の年月内 
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エラーコード メッセージ 

EG02 
資格：受給者台帳にサービス提供年月時点で有効な受給者の認定情報が登録

されていません 

  

審査対象 

請求情報 

様式 レコード：項目 

【請求書】 － 

【明細書】 基本：市町村番号、基本：受給者証番号 

【実績記録票】 基本：市町村番号、基本：受給者証番号 

【上限額管理結果票】 基本：市町村番号、基本：受給者証番号 

●エラーとなる例 

 
 

 

 

 

  

受給者台帳（基本） 

市町村番号 受給者証番号 異動年月日 異動区分 

991111 9999999999 2018.05.01 1:新規 

・【明細書】【実績記録票】【上限額管理結

果票】の市町村番号、受給者証番号が等

しい情報が受給者台帳に存在するが、

サービス提供年月が、受給者台帳（基

本）の異動年月日の年月より前 

請求明細書情報（基本情報） 

サービス提供年月 市町村番号 受給者証番号 

2018.04 991111 9999999999 

 
生活介護サービス提供実績記録票情報（基本情報） 

サービス提供年月 市町村番号 受給者証番号 様式種別番号 

2018.04 991111 9999999999 0701 

 
利用者負担上限額管理結果票情報（基本情報） 

サービス提供年月 市町村番号 受給者証番号 

2018.04 991111 9999999999 
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■原因 

【明細書】【実績記録票】【上限額管理結果票】について、市町村

番号※12、受給者証番号が等しい情報が受給者台帳※13に存在しない、

または、市町村番号、受給者証番号が等しい情報が受給者台帳に存

在する場合に、【明細書】【実績記録票】【上限額管理結果票】のサー

ビス提供年月が、受給者台帳（基本情報）の異動年月日の年月以降

ではありません。 

前ページの例では、○○事業所の【明細書】【実績記録票】【上限

額管理結果票】において、市町村番号、受給者証番号が等しい情報

が受給者台帳に存在し、サービス提供年月が2018年４月なのに対

し、受給者台帳における異動年月日の年月が2018年５月となってい

るため、「エラー※14」となります。 
■対処方法 

「エラー」により返戻となった場合、サービス提供事業所は請求

情報を修正し、必要に応じて再請求を行うことになります。 

受給者台帳の誤りの場合、市町村等は「異動／訂正連絡票情報」

を作成し、国保連合会に送信します。 
 

 

※12障害児支援の場合は

都道府県等番号にな

ります。 

※13障害児支援の場合は

障害児支援受給者台

帳になります。 

※14障害児支援の場合は

「EG01」となります。 

●正常となる例 

受給者台帳（基本情報） 

市町村番号 受給者証番号 異動年月日 異動区分 

991111 9999999999 2018.04.01 1:新規 

請求明細書情報（基本情報） 

サービス提供年月 市町村番号 受給者証番号 

2018.04 991111 9999999999 

生活介護サービス提供実績記録票情報（基本情報） 

サービス提供年月 市町村番号 受給者証番号 様式種別番号 

2018.04 991111 9999999999 0701 

利用者負担上限額管理結果票情報（基本情報） 

サービス提供年月 市町村番号 受給者証番号 

2018.04 991111 9999999999 

 

 

・【明細書】【実績記録票】【上限額管理結果票】のサービス

提供年月が、受給者台帳（基本情報）の異動年月日の年

月以降 
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